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プラニメータを超えた精度と操作性

コンピュータとデジタイザーを一体化くエクスプラン〉
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座標計算式精密面積線長測定器
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X-PLANBSOはプラニメータやキルビメータ以上の働きをするばかりでなく、従

来の測量等の測図システム(コンピュータ＋デジタイザー)を、1個のツールとしてお

使いいただけるようにした全く新しいデバイスです。その操作性は従来のメカニズム

をはるかに凌ぎ、殊に多角形の測定では直線をたどることなしに各頂点を|||頁次プロッ

トしていただくだけで済み、0.05mmの線分解能をもって微小線長、微小面積から長大

図面まで正確に測定できる画期的なエリアカーブメータです。

一く画期的な特長〉
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■直線図形は頂点をポイントするだけで

迅速測定

■曲線図形も正確に計れる

■面積のほか、線長を同時測定

■縮尺単位を反映して自動計算

■線分解能:0.05mmの高性能

■コードレス、コンパクト設計

■偏心トレースレンズとダイヤモンドロ
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なりわい

生業･林業から
あきない

営業･森林業へ
グループ青林会
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美しさを売る

林業技術No.5171985.4

国鉄の切符は駅の「みどりの窓口」に行かなくても，街中の旅行代理店で気

軽に便利に手に入れることができる。この委託業務は特に都市圏の場合，駅で

の直接購入に比べ，かなりのシェアを占めるといわれる。しかし一方，緑のオ

ーナー（分収育林）になりたいと思って人通りの多い街中を捜しても，なかな

か簡単にはいかない。特に休日の場合，公的機関は休みの場合が多いから，そ

の情報は皆無に近いといっていいのではないだろうか。

地域経済の振興策として農林水産業の1．5次産業化，サービス産業化がいわ

れ始めて久しい。都市化，情報化のインパクトを能動的にとらえ，ひとつ林業

も木材を生産するだけの生業から木材を売り，また緑（美しさ）を売り，水を

売る営業活動を多角的に種々検討してみる必要があるのではないだろうか。森

林にかかるこのような多角的産業活動をここで森林業（新林業）と呼ぶことと

したい。

“美人がいる街は文化的である”という通説がある。なるほど東京の場合，

パーティエリアと呼ばれる赤坂や，ファッションステージとしての原宿，六本

木には美人が多いような感がある。このような地域は相乗効果で美人が多いか

らこれにつられ，まるでミツバチが女王物質（フェロモン）に誘導されて集ま

ってくるように人も集まってくるのだろう。美しさというセールスポイントは

人を集め，物と金を集めるようである。

しかるに森林の場合はどうであろうか。確かに美しい。しかし，どういうわ

けか，人も物もなかなか集まってこない。都市の中心部に人も物も集まるから

山まではなかなかまわってこない，ということもあろう。それならば広い面積

の森林の中に核となる空間（核森林）を作り，その場所がイベンI､空間やレジ

ャー施設基地となり得るような整備をすればどうであろうか。もちろん地理的

ハンディキャップもあるのだから，その整備の方法も都会と同じというわけに

はいかないが，高速交通網の整備により，徐々にその距離も近接化しつつあ

る。具体的には，この核森林を山村留学の基地，テクノストレスの発散舞台

一ビタミンの森，そして高齢者のための生きがい農林業施設一健康長寿の

森として盤備するのである。また短期滞在，通過型施設としては，わさび田，



きのこ。山菜園，製炭場，フィールドアスレチック，トロッコ・森林鉄道，森

林浴の森等のほか，研修セミナークラブや総合リゾートクラブ，レジャークラ

ブも周辺の緑と計画的に配置するのである。これら施設の利用は利用者を特定

することがたやすく’その対価は入場料，使用料として徴収できよう。また一

方，核森林の中にまばらに別荘や保養所．研修所を建て，それらを利用する人

たちから周辺居住環境の享受（森の緑やすがすがしい空気）に見合う対価とし

て，マンションの管理料のような形の徴収も考えられるのではないだろうか，

その資金によって周辺森林の整備，林道開設を行うのである。

要は’資金のやりとりを流域の_上流と下流で考える流域単位の水源基金の発

想に加えて，核森林を利用する者とその周辺の森林を管理する者（森林経営

者）との間でやりとりするシステムを作り上げることである。このシステムを

さらに発展させて組織だった信託管理方式として確立させることも将来的には

必要ではあるまいか。

近年，都市における急速な緑の減少に伴い，緑や美しいものに対する愛着が

センチメンタルな自然への郷愁にも似た形でよみがえろうとしている。その芽

ばえとして’情操教育をはじめとする教育問題に緑のもつ有意性があげられ，

また，テクノスI、レスというハイテク時代における精神的な安らぎを得る舞台

一充電ステージとして，ハイ●タッチな機能を有する緑が見直され始めてい

る。今後，森林文化事業とも呼ぶべきこのような森林業の一形態は，新たな展

開の可能性を秘めている｡PR戦略の充実，各種パック旅行．企業研修とのセ

ット化等を含め検討の余地は多い。

古来，“水と安全はダダである”という認識がわが国においては一般的であ

り，なんらの受益者負担も行わない社会的なフリー・ライダー（ダダ乗り）の

消費者が存在してきた。しかしながら，可住地に大きな制限があるにもかかわ

らず，人口がますます増え続けたわが国は，いつまでもかつてのように水や安

全は供給過剰でありダダというわけにはいかなくなってきている。

森林は水土保全機能を有し，水と安全を供給する貴重な資源である。にもか

かわらず，この機能が数量的に把握することが困難なゆえをもって，正当に評

価されるには至らなかった。近年ようやく福岡，広島の「水源の森基金」の例に

みられるように地域レベルでコンセンサスを得て，上流森林の造成・維持管理

に取り組んでいる事例がみられる。しかし，そもそも森林の適正管理と水・安

全の供給とは切っても切り離せないものであり，森林の適正管理のためにはそ

れなりの経費がかかることを広く国民に認識していただかなくてはならない。

“森林‘の管理は将来収益を得る山村民自らの力でやるべきである，’この管理

姿勢は現在の社会的状況とはかけ離れていないだろうか。我々は過去において

ハゲ山という山地の裸地化が洪水を引き起こし，災害をもたらしたことは知っ

ている。しかしながら，国土の実に1/4にも及ぶ1,000万11aの人工林を作り上

げたことは初めてであるし，それらの森林の管理水準の低下がどのような弊害

を引き起こすのか，についてもむろん経験したことがない。森林は適切な管理

3

水・安全を売る

林業技術No.5171985|．4



4

木を売る

林業技術No.5171985,4

がなされなかった場合，一体どのような変化をきたすのか。その結果がわずか

1～2年で現れてこないことに最大の落し穴がある。水と安全はダダであると

思い続ける人々の油断がこのまま続けば，自然の蘇生力はゆっくりと，しかし

着実に損なわれていくであろう。一方，水害・山崩れなどの災害は忘れたころ

にやってくる。そしてそれは一瞬のうちに始まり，そして一瞬のうちに終わっ

てしまうのである。

今後，現在ある水源の森基金のようなシステムをさらに拡大し，全国レベル

での森林基金椛想一重要水系をベースに国土保全，水資源供給の観点から

「国民の森｣，「地域の森」として整備しうるシステムを創出することが急務で

ある。水源税等の目的税方式の導入も含めて広く検討することが求められてい

る。

そのためには21世紀に向けて，“水と安全を享受せんがための，森林管理に

要する費用は人と国土の保険金である"，という発想が広く国民に認識される

ような説得工作が必要となってこよう。もちろん保険金として徴収するからに

は，森林の管理水準ごとの機能評価がさらに分析されてなければならないし，

災害発生の確率分析も必須条件となろう。

水と安全を売ることはこのように極めて困難が多い。しかしながら，豊かさ

と比例して水と安全は徐々に高価になりつつある。未開拓の巨大市場としてこ

の分野は十分検討に値しよう。

なりわいあきない

生業・林業を商業・森林業とするために，「美しさ」や｢水・安全」は大きな

商品となり得るであろう。しかし，何と言っても本業は木材生産業である。木

材が順調に生産され，森林資源がリサイクルすることが森林業の前提であり，

林業者・森林所有者にとって心強くありがたい変化は，木材供給資源として森

林が活性化することであろう。

従来，「粗放」という言い方は，どうもあまりよくない方向を意味して使わ

れていたことが多い。しかしながら，そもそも粗放農業という形で使われ始め

たころは非常に効率的なよい意味をもって使われていたのである。そういった

意味あいからの粗放的な森林経営－それが21世紀の新しい森林施業体系の

ひとつになるのではあるまいか。すなわち，拡大造林もほぼ一巡し目標(1,239

万l,a)の8割を越え，地域によってはほぼ目標に達したところもでてきてい

る。材価の低迷，造林費等諸経費の増嵩等によって集約施業の効果が期待でき

る地域も限定されてきたことから，今後は自然力を生かした更新等，資金投下

の少ない森林経営にシフトさせるべきではないだろうか。また，すでに造成さ

れている人工林の中に混在する有用広葉樹についても，多様な需要に答えるた

め積極的に育成していくことが望まれよう。もちろん，公益的機能（特に水土

保全機能）について要請の高い森林については，特に適正な管理水準を維持す

るとともに，複層林への誘導を行うほか，施設園芸農業に相当する商品位・高
●●

収益施業を追求できる地域については，逆により集約的な森林施業体系が必要

となろう。要は，機械的な画一施業ではなく，地域の諸条件に応じた形で資金



投下の強弱をさらにつけること－これが新しい森林経営ではあるまいか。

現在,美しい家具や民芸品をはじめとする木の文化が関心を集めている。“や

はり木材"，“木のぬくもりが恋しい”と日本人がラブコールを木に寄せている

のであろう。本物志向の現れは木材需要にとって明るい材料である。

今後，“木を売る”ためには，木材流通・販売戦略の検討，さらには新たな

需要の掘り起こしが重要であり，特に木材そのもののPRはますます重要性を

増していくだろう。木材のどういった点をイメージづけたいのかを把握し，力

点のおきどころ，メディアの選択などキメ細かい検討が必要とされよう。

また，流通そのものの再編策，すなわち消費者が買いやすいような流通・販

売システムを導入することが重要である。同じく生産財である鉄鋼材，コンク

リート等の場合は均質均一化が進んでいるためであろうか，いつ，どこでどう

いった規格品がいくらという情報が公開され，一般化している。しかし一方，

木材の場合は陳列されていたとしても，値札さえついていない現状力蚤多いな

ど，流通・販売システムの特殊性が指摘されている。これでは消費者と商品と

の接触があまりにも少なすぎ消費者の声や嗜好がなかなか反映されにくいとい

わざるを得ない。

近年，デパー|､の一角にログ・ハウスコーナーが創設されたり，プロシュー

マー的商品(Doityourself)が流行したりするなど，消費者が直接木材を手

にする機会が増加し始めている。本物志向という明るい材料を最大限に生かし

得る流通ルートは，顧客のニーズを十分把握し得る最終販売機関と木材生産地

との強い情報ネットワークに支えられた直送ルーI､ではあるまいか。木材の

新規需要開拓は，こうした新しい販売ルートから生まれてくる可能性が大き
い｡

ともあれ，木材について長期的にみれば，今後21世紀にかけて，熱帯雨林

を中心とした世界的な資源の減少に加え，資源ナショナリズムがいっそう高ま

る傾向にあり，世界的な供給見通しは楽観を許さない。また，国内において

は，今後，情調上の進展等により紙需要がさらに増大する可能性や木造住宅に

対する根強い需要も考えられるなど，木材需要は今後とも安定的に推移すると

見込まれる。木を育てるばかりでなく，売子ノウハウも合わせていっそう検討

することが求められている。

林業の担い手がないと叫ばれ，問題視されてから実に久しい。そして様々な

対策も講じられてきた。しかし，何と言っても山村で暮らす人々が日常・生産

活動を続けてくれなければ山は守れないのである。この大原則は永遠であろ

う。そして忘れてはならないことは，山村の人たちが日常・生産活動を続ける

ことができるステージづくり－生活環境基盤の整備を今以上に積極的に進め

なければならない，ということである。

もちろん，自助努力は不可欠な要素であり，山村は競争原理がない社会とい

うわけにはいかない近年，「ふるさとの○○」と称したふるさと商品が種々

なルートで販売され，そのアイデアが競われている。結果として少々乱立，食

5

山村と森の再生

林業技術No.5171985.4
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傷ぎみとなり，かえって共倒れを起こすのではないかという懸念も一部であろ

うが，活力ある山村づくりのためにはこのような競演・競争も必要である。い

つの時代も生き生きした山村の人たちがいて，自立心，競争心を忘れず，その

地域を常に活性化させる方向で取り囲んでいる限り，森林資源は最大持続生産

を続けるであろう。自然という循環資源を最大限に有効活用する森林業のすべ

は，山村の生活環境基盤の整備とそこに住む人たちの心の活性化にあるのでは

ないだろうか。

一方,翻って現実を直視すると,現在社会は鰄的な金銭的利益と経済的合
理性・効率性が優先する考え方がまだまだ支配的である。しかし，その論法で

詰めていくと，人はある程度集中して住んだほうが経済効率的に有利というこ

とになり，山村に入が住む論拠を立証することは難しい。だから，都市から山

村に物や金を輸血すべきか，否か，という議論が一部で絶えない。

そもそも山村・森林の及ぼす効果は，水・土保全，景観，野生動植物，レク

リエーション，遺伝子保存等，市場経済で掌握できない外部経済性の効果が極

めて大きいのである。この外部経済性を適切に評価しない限り，山村存続の是

非に関する議論は意味をもたない。我々は今，大所高所に立ち，山村・森林が

持つプラス効果一外部経済性を冷静に分析し，山村・森林が持つ意味を考え

直さなければならない。

すでに米国においては維持収量林業として，森林からの収穫物を木材だけに

限らず，水，レクリエーション等，多目的にとらえ，それぞれの目的が十分果

たされるようなコントロールを政府が行うといった例がみられるが，わが国に

おいても“森林のもつ外部経済性も林産物”という社会的合意が得られたなら

ば，山村・森林にかかる数々の課題についても解決の道が開かれよう。しか

し，現実問題として山村・森林の現状はまさに危機に頻しており，社会的な合

意形成がなされるまでに，山村社会はその存続が危ぶまれ，滅び去ってしまう

かもしれない。

山村を「廃嘘の美」や「古きょきもの」として骨董品化してから，森林の外

部経済性に気づいても遅すぎる。そうならないためにも，今から利潤追求型の

市場メカニズムでは捉えきれない種類の｢美しさ｣，「水・安全｣をどう評価し，

売り込むか，知恵を絞らねばならない。大黒柱の木材販売戦略の検討も含め

て，ここ数年は森林関係者にとってまさに正念場であるといえそうである。

＜完＞

これらの問題について討論したグループ青林会は，林野庁から他省庁へ出向

した若手小集団であり，森林・林業にかかる問題を自由な発想で見直してみた

いと考えています。皆様のご指導とご鞭縫をお願いする次第です。

（国土庁計画調整局平野秀樹）
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小合信也

昭和B口年寝林業関係予算の綴雲

1．一般会計予算の概要

現下の林業をめぐる情勢は，引き続く木材価柊の低

迷，林業経費の増嵩のなかで森林所有者の林業経営意欲

が著しく減退しているとともに，このような林業生産活

動の停滞は，林業に依存する度合の大きい山村社会に大

きな打撃を与えている。

このため，林業生産基盤の整備拡充，国土保全対策の

充実，林産物の生産，流通，加工対策の強化，活力ある

山村社会と林業の担い手の育成など各範にわたる施策を

総合的に推進していくことが必要とされているところで

ある。

また,FAOは昨年11月ローマで開かれた第86回理

事会において，今年1985年を国際森林年とすることを

決定していることから，農林水産省としても国際森林年

を効果あるものとするため，わが国の森林・林業の役

割，開発途上国の森林資源の現状，わが国の海外林業協

力の課題等を内外に紹介する等，積極的に取り組むこと

としている。

60年度予算においては，以上の観点を踏まえ，次の

諸点に重点を置きつつ林業関係施策を展開することとし

ている。

（1）国産材主産地の形成と林業担い手の確保

1）国産材主産地の形成

来るべき国産材時代に備え，森林を適正に管理し，林

業を活力ある産業として育成していくため，新たに，流

域圏を単位とする広域の林業主産地において，生産墓辮

の整備，流通加工，展示販売等の施設の整備を総合的に

実施するとともに，生産，流通等に関する情報処理シス

テム化のための検討を行う。

また，林業構造改善のため，地域の特性に応じた生産

から流通・加工に至る総合的な国産材供給体制づくりと

魅力ある山村地域社会の形成を目的とする，林業構造改

善事業を計画的に推進する。

さらに，林業・林産業が重要な地位を占めている集落

において特用林産振興を中心とした，総合的な集落振興

を行う林産集落振興対策事業を実施するとともに，各種

林業施策の総合的・計画的な推進を図るため，地域林業

整備育成対策事業を引き続き実施する。

2）林業担い手の確保

①新たに,林業担い手の育成確保を図るために必要な

計画の策定を行うとともに,就労条件の改善,労働安全衛

生の確保等に関する実効的な指導と，必要な機器の整備

等を総合的に推進する林業担い手対策事業を実施する。

また，海外における林業事業体の育成強化等に関する調

査を新たに実施するとともに，林業機械に関連する重大

災害等の発生防止に資するための稠査，労働災害防止を

図るための林業用機械の開発改良を引き続き推進する。

②さらに,林業後継者の育成確保対策として，林業後

継者グループ活動の活性化を図るための林業後継者活動

活性化対策事業を新たに実施するとともに，引き続き教

育指導体制の整備，林業技術実地研修等を推進する。

③森林組合育成対策としては,森林組合の生産，販売

事業等のいっそうの拡充強化，組織体制の整備等を図る

ための事業を引き続き実施する。

（2）間伐対策の推進

最近における林業生産活動の停滞の中で，間伐の着実

な推進を図るため，現行の「間伐促進総合対策」を拡充

し，森林整備計画に沿った計画約・集団的な間伐の実施

から，流通・加工，利用開発に至る総合的な間伐促進施

策を，地域の主体的な取り組みの下に展開する「新間伐

促進総合対策」を実施する。

（3）林業生産基盤の整備

豊かな森林資源を将来にわたって維持培養し，わが国

林業の安定的な発展および林業生産の増大を図るととも

林業技術No.5171985．4
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昭和60年度林野庁関係予算総括表

。’
’

11
60年度概
算決定額

百万円

59年度
予算額

百万円

年
比
％

前対
度事 術 考

【公共事業】

治山事業

治山事業（繰入）

民有林*ユ

国有林

水源林造成事業翻

造林事業

民有林*3

国有林

林道事業

民有林

一般林道:“

農免林道

特定森林地域開発林道
整備事業

うち大規摸林道*6

国 有林

一股公共計

災害復旧事業等

公共事業計

【非公共事業】

林野庁一般行政

審議会

林業構造改善対策事業

新林業構造改善事業*6

第2次林業機造改善事業等

林木育種場運営

国有林野事業特別会計へ獄

保安林等整備管理*8

161，325

144,053

118,892

253161

17，273

40，354

35，098

5，256

80，288

76，629

58，613

5’734

12，282

11,137

3,609

281,917

9，420

291，337

99．3

98．3

98.3*1.山地災害危険地対策事業（新規)10地区

98．3595,000千円

108.5：*2．財投振替88→34億円

98．6新植面積5,000→5,000ha

98．4＊3．特定保安林整備緊急造林事業（新規)4,800ha

100．0 1,159,995千円

複屑林造成パイロット事業16→32地域97．4

森林総合整備事業1,060→1,160地域
97．2

98．3＊4．特定保安林整備緊急林道事業（新規)54km

98．3 1,035,000千円

林業地域総合整備事業93→101地区
92．0

林道網重点総合整備事業13→17地区

105.7*5．大規棋林道32.2→34.9km

100．0

98．7

72．7＊6．新林業維造改善事業計画樹立’85→90地域
新林業構造改善事業実施

97．5

山村（6億円）381→438地域

地区（2億円）137→1“地域
109．3

広域（3億円）30→30地域
102．5

適正（0.8億円）80→88地域
103．5

活性（0.55億円)50→23地域
105．6

計678→723地域
83．2

国産材主産弛形成対策事業噺卸2,030,668千円
99．7

事業実施14地域（1地域当たり事業費9.6億円）

1,173.6＊7．退職手当利子補給金

98．6＊8．林野火災予防啓発推進（新規）11,280千円

０
８
５
３
２
５
９
６
５
６
０
３
３
７
９
０
９
９

４
２
３
９
１
２
６
５
０
９
２
３
４
《
３
０
７
５
２

４
《
５
９
５
９
９
６
２
４
７
６
８
３
５
６
７
９
７

〃
７
９
，
〃
９
Ｊ
，
〃
７
Ｊ
，
〃
，
，
〃
〃
９

２
６
０
５
５
０
５
５
２
８
９
５
３
０
３
５
２
８

６
４
２
２
１
４
－
３
８
７
５
１
１
－
８
１
↑
９

１
１
１

２
２

4，211

3

20,217

18,637

1，580

121

1,119

1,575

２
３
０
１
８
１
５
８

５
４
－
４
今
９
２
９
９

８
５
６
８
１
５

１

３
，
９

，

３
９
７
１
１

１
１

に，森林の持つ公益的機能の維持増進に資するため，森

林資源に関する基本計画の趣旨に沿い林業生産共継の整

備充実を図ることとし，このため

①林道事業については,一般林道，豊免林道，特定森

林地域開発林道等の計画的整備を推進するとともに，林

道網重点総合整備事業および林業地域総合整術事業の拡

充を図る。また，森林のもつ公益的機能の維持増進を図

る観点から，機能の回復・充実を図るための施策が緊急

に必要な保安林（特定保安林）を対象として，新たに特

定保安林整備緊急林道事業を実施する。

②また，造林事業についても,新たに特定保安林の円

滑な整備を推進する特定保安林緊急造林事業を実施する

林業技術No.5171985．4

とともに，森林総合整備事業の拡充を図る°

（4）森林機能の維持増進

1）治山事業，水源林造成事業の推進

安全で住みよい国土づくりを推進するため，第六次治

山事業五箇年計画に基づき治山事業の緊急かつ計画的な

推進を図る°

①激甚な山地災害が発生した一連の地域を対象とし

て，避難路，避難地等の周辺山地の保全を図るため，治

山施設の整備，防災保護林帯の造成を行う山地災害危険

地対策を新たに実施する。

②また,重点保全地区総合治山および土砂崩域流出防

止総合治山を引き続き積極的に推進するほか，水需給上
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’
森林計画*9

林業生産流通振興対策

森林組合助成

林業労働力対策*'0
＊11

林産物生産流通改善対策

優良種苗確保

地域林業整備育成対策*'2

入会林野等高度利用促進対
策

林産集落振興対策封3
＊14

木材産業拠点整備緊急対策

緑資源確保推進指導

林業普及指導＊'5

森林病害虫等防除＊1‘

林業信用基金出資等＊17

緑化推進詞8

木材需給安定対策事業＊ﾕ9

林業改善資金造成等謹0

新間伐促進総合対策＊2’

林業試験場運営

小計

山林事業指導監督費

非公共事業計

総 計

縢鱗繼灘議）
【財政投融資計画】

森林開発公団

国有林野事業特別会計＊23

*9．里山利用計画策定調査（新規）4,050千円
国際森林年記念事業33,212千円

*10.林業担い手育成対策事業（新規)166,395千円
*11.木材産業新技術開発促進事業（新規）

93,800千円

木質住宅部材加工流通高度化事業（新規）

74,943千円

*12.新規計画策定地域200→200地域

既計画策定地域300→400地域

*13事業実施｛鎧蕊朔繼
*14.資金造成徴4億円

*15.林業後継者活動活性化対策事業（新規）

33,917千円

*16.スギ・ヒノキせん孔性害虫防除パイロット事業
（新規）30,568千円

*17.保証資金追加出資150,000千円
融資枠840→840億円

*18.森林多目的利活用促進対策事業噺規)17,650千円

水源林等整備体制強化事業（新規）103,778千円
（特定保安林地域森林計画樹立

13,349千円を含む）

*19.木材流通機織総合整備埜礎調査事業（新規）

26,648千円

備藷愚｛灘朧鰐離
*20.融資枠75→75億円

*21.事業費79→90千ha

間伐材利用開発促進調査事業（新規）28,500千円

く償還期間＞

窯22．蕊:諏瀧襲繍莞鶴謹}→
林業基擬整備25年(うち5年据置）

重要な流域等において重要水源山地整備治山および水土

保全機能強化総合モデル事業を計画的に実施する。

③さらに,水需要の増大に対処するため，森林開発公

団の行う水源林造成事業を引き続き推進する。

2）森林整備推進体制の強化

①広く国民から資金を導入し,水源林の整備を行う全

国基金創設のための検討を行うとともに，受益者の参加

による保安林の整備促進，特定保安林にかかわる地域森

林計画の変更等，森林整備法人による特定保安林に関す

る技術指導等を行う水源林等整備体制強化事業を新たに

実施する。

②また，保安林制度,林地開発許可制度の適正な運用

に努めるとともに，保安林機能の維持向上および防災保

安林等のきめ細かな配伽を計画的に推進するため，引き

続き保安林整備計画の改定を行う。

③さらに,森林計画制度については，集約施業技術等

の導入を促進する森林施業合理化実験事業，森林資源情

報の全国的な収集分析を円滑に行うための，情報管理シ

ステムの開発調査等を新たに実施する。

④また，林野火災の予防対策をいっそう強化するた

め，林野火災危険地域において予防体制の整備を行う林

野火災予防啓発推進事業を新たに実施する。

3）松くい虫被害対策の推進

松くい虫被害対策については，引き続き特別防除等の

林業技術No.5171985.4
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各種防除および被害地の樹種転換，松くい虫被害緊急対

策治山を実施する。

また，最近各地でスギ，ヒノキせん孔性害虫による被

害が顕瀧化していることから，有力な防除方法を試験的

に行うパイロット事業を新たに実施するとともに，スギ

カミキリ，スギザイノタマバエに抵抗性を有する新品種

の育成・供給を図るため，地域虫害紙抗性育種事業を新

たに実施する。

4）緑化対策の推進

緑資源の碓保等に対する国民の要諦の高まりを反映し

て，都市住民等の森林づくりや森林の多目的利活用に対

する関心が急速に高まってきている。このため，分収林

制度等の活用により，都市と山村が共同して行う森林
もり

（ふれあいの森林）づくり等を引き続き推進するととも

に，新たに，森林浴等森林の多目的利活用の促進のため

のモデル計画の作成，普及を行う森林多目的利活用促進

対策事業を実施する。

このほか，森林・林業に対する理解と活力ある緑資源

の確保に資するため，適正な森林の管理に対する国民の

理解を求めるとともに，都市住民等一般国民から積極的

に資金を導入して，森林の整備を推進するための条件を

盤伽する或業を引き続き実施する。

（5）木材の需要拡大と流通対策等の充実強化

来るべき国産材時代に1句けて新たな流通ビジョンに錐

づいて，流通体系の整備を総合的に展開していくことが

必要となっている。このため

①木材需要の維持拡大に資する新技術発表会を開催

し，研究課題の掘り起こしを行うとともに，新技術の研

究開発および実用化を促進する木材産業新技術開発促進

事業を実施する。

②また,木質住宅部材･について，優れた性能を有する

住宅部材の開発，住宅設計，施行法の開発を促進する住

宅部材安全性能向上事業を実施する。

③さらに,次代を担う子供たち等に対する移動木工教

室助成事業，また，60年代における総合的な木材流通政

策を展開するため，木材流通ビジョンづくり等を行う木

材流通機構総合整備基礎調査蕪業等を新たに実施する。

④このほか,国産材の安定的供給のための川上と川下

を結ぶ合意づくりを進める国産材安定供給特別対策事

業，未利用資源利用促進事業等を引き続き推進する。

（6）林業金融の充実

股林漁業金融公庫林業関係資金については，林業改善

資金を林業経営育成資金に改め，貸付対象の追加を行う

林業技術No.5171985.4

等融資内容の充実および貨付枠の確保を図る。

I劇産材産業振興資金については，国産材の計画的，淡

定的な供給体制の整術を促進するため，貸付限度額の引

き上げを行うとともに，衡付枠の確保を図る。

（7）林業技術の高度化

林業技術の改善，林業経営の合理化，木材需要拡大等

を図るため，引き続き林業普及指導事業を推進する。

また，試験研究については，緊急な解決を要請されて

いる課題等について，国および都道府県の試験研究機関

との有機的分担協力による大型プロジェクI､研究を実施

する。

（8）海外林業協力の推進と国際森林年への取り組み

開発途上地域等における森林資源の保続培養と林業生

産力の向上に積極的に寄与するとともに，わが国への木

材供給の安定化に資するため，国際協力事業団を通じて

これら地域の林業開発に協力する。

また，国際森林年の記念事業については，幅広い取り

組みを行うこととしており,UNCTADの下に設立さ

れる予定の「国際熱帯木材機関」に対して，熱帯におけ

る森林造成等のプロジェクトの事前調査費を拠出するこ

ととしている。

一方，国内においては，森林・林業展の開催，中学生

を対象とした教材の作成配布等を行うほか，地方公共団

体，民間団体等の協力を得て，緑化シーズン，7月の世

界林業会議および10月のFAO世界食樋デーを中心と

して各種キャンペーンを企画する。

2．国有林野事業特別会計（事業勘定）予算の概要

国有林野事業が直面する厳しい状況に対処して，新た

に策定された改善計画に即し，国有林野事業の経営改善

を着実に推進するため，昭和60年度においては，自己

収入の確保と支出の縮減による自主的改善努力のいっそ

うの徹底を図りつつ所要の財政措置を講ずることとして

いる。

総額で5,467億円と，前年度5,489億円より22億円

の減額，対前年度比99.6影となっている。

（1）歳入等

①自己収入の大宗を占める林産物収入については,経

営埜本計画に即した伐採計画量のもとで，新たな視点に

立った積極的な販売戦略を展lﾘIする。また，林野．土地

売払いの促進，分収育林制度の本格実施を図るととも

に，新たに，「ふれあいの郷」整伽事業を実施するなど

により，自己収入の確保に努める。

②国有林野事業の推進と経営改善の円滑な実施のた
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め，次により財政措置を識ずる。

ア．造林，林道整備などの事業施設賀に対する一般会

計からの繰入れを行うとともに，退職手当にかかわる,借

入金の利子に対する一般会計からの繰入れを増大する。

なお，事業施設費については，新たに天然林改良など

を繰入れ対象とする。

イ．財政投融資資金からの借入れについては，その増

大を極力抑制することを基本としつつ，造林，林道整術

などの事業施設費および退職手当の財源として所要の借

入れを行う。

なお，事業施設費については，造林，林道整備などを

一本化して「林業基雛整備」とし,償還期限を25年（う

ち据置5年）とする。畷行，造林25年うち据腫5年，

林道など10年＝うち据置5年）

ウ．国有林野治山事業については，引き続き一般会計

資金により治山勘定においてすべて実施する。

（2）歳出等

当面の厳しい財務事情にかんがみ，要員規模の縮減に

より人件費を極力抑制するとともに，各種事業について

は，投資の効率化を図ることを甚本として，経磯の節減

に努めつつ，着実な実施を図ることとする。その主要事

項は次のとおりである。

①定員内職員については,予算定員(給特法適用者)の

削減1,570人(一般会計への移替19人を含む)を行う。

②避幹作業職員については,予算人員の削減2,250人

を行う。

③造林事業については,天然林施業を拡充するととも

に，分収造林を積極的に推進する。

④林道事業については,造林，森林保全管理などを含

めた事業全体の効率化に配慮しつつ，不可欠な事業量を

実施する。

⑤販売事業については,木材情報システムの整備，国

有林材の需要開発などを通じ，職種的な販売戦略を展開

する。

⑥公益的な機能の高い森林などの管理経営のあり方

に関する調査研究を，前年度に引き続き実施する。

（3）組織機構の改正

①昭和60年8月を目途に，長野営林局と名古屋営林

局とを統合する。（所在地，本局＝長野市，支局＝名古

屋市）

②昭和60年度において9営林署を統合する。

③昭和60年8月を目途に，林業講習所北海道支所を

廃止する。

（おごうしんや．林野庁計画課）

1

国際森林年記念｢論文,「作文｣「図画｣募集のお知らせ

’85
国際森林年
君の未来●緑の地球

昨年11月30日，ローマで開催された第86回FAO(国連食樋農業機関）の理事

会において，「全世界で地球の緑の危磯を自覚し，森林の保全と造成の運動を展開す
る」ことを埜本理念として，1985年（昭和60年）を国際森林年として宣言いたしま
した。

わが国においても林野庁を中心として，国際森林年の趣旨を踏まえた各種記念事業
を実施することにしており，そのなかで記念論文等募集事業については，国際森林年

事業推進協議会の主催で実施することにしております。論文等の応募要領は次のとお
りです。

記加，夏休みにおける林間学校や旅行の体験の中での森林と

のふれあいについて感性豊かなイメージで表現する。〔②

島一マ〕森林が人間に与える恩恵， 使用絵具等〕クレヨン，パステル，水彩絵具を使用。用紙

:の森林の維持造成のために必要なの規絡は，縦51Cm,横36Cm(B3判）とする。〔③未発
､て，「私達は，将来に向かって森表作品に限る〕〔④応募資格〕小学校，中学校，高等学校
：のように扱っていくのか」を建殺の児童，生徒
〉。〔②原稿枚数]400宇詰原稲用2応募方法
③未発表作品に限る〕（応募資格と （1）別紙に，題名，郵便番号，住所，氏名，年齢，職業（学

校名，学年）を明記して，作品に添付する。

昌一マ〕森林は，昔から人間の生活 （2）締め切り期日昭和60年9月10日（必着）

誇っており，私達の周囲を見回わ（3）送り先〒102東京都千代田区六番町7
当ていたるところに使われている。日本林業技術協会内
僅の生活」のかかわり合いについ 国際森林年事業推進協議会事務局あて

ﾆしてとりまとめる。⑫原稿枚数〕3審査，発表，表彰
上(縦書）〔③未発表作品に限る〕 審壷は，昭和60年9月下旬に行い，入賞作品は10月開催

中学校，満等学校の児童，生徒 予定の森林・林業展の会場において表彰いたします。

-マ〕植樹祭等の緑化行事への参 主催国際森林年事業推進協議会

募集作品の種類等

(1)論文〔①論文のテーマ〕森林が人間に与える恩恵，

森林の適切な利用及びこの森林の維持造成のために必要な

人間の働きかけ等について，「私達は，将来に向かって森
林をどのように考え，どのように扱っていくのか」を建設

的な主畷として論述する。〔②原稿枚数]400宇詰原稲用
紙10枚以上（縦書）〔③未発表作品に限る〕（応募資格と
しての年齢制限はない）

(2)作文〔①作文のテーマ〕森林は，昔から人間の生活
環境に密接なかかわりを持っており，私達の周囲を見回わ

すと，木は姿，形を変えていたるところに使われている。

このような「森林と私達の生活」のかかわり合いについ

て，自由な発想で作文としてとりまとめる。⑫原稿枚数〕
400字詰原穂用紙3枚以上(縦書)(③未発表作品に限る〕
〔④応募資格〕小学校，中学校，満等学校の児童，生徒

(3)図画〔①表現テーマ〕植樹祭等の緑化行事への参

林業技術No.5171985.4
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中山義治

新たな視点からの

国有林材販売の推進に耽って

’
1

はじめに

国有林野事業においては，昨年6月に策定した

「国有林野事業の改善に関する計画」（新改善計

画）に基づき，経営改善を推進しているところで

ある。60年度はその初年庇ともいうべき重要な

年であり，経営改善を推進するにあたって，収入

の確保・増大を図ることは極めて重要な課題のひ

とつである。

一方，住宅着工戸数の減少，木造率の低下等か

ら木材需要は停滞しており，このような厳しい情

勢の下で，国産材の競争力の強化を図り国有林野

事業の安定的な収入の確保・増大を図るために

は，従来にも増して企業的視点に立った販売事業

の展開を図ることが重要である。

このような観点から，モデルハウスの展示等に

よる積極的なPR活動を展開しながら新たな視点

からの国有林材の販売を進めているところである

ので，それらについて紹介することとしたい。

1．収穫・販売事業の現状

（1）木材要需の動向

最近の住宅着工は，昭和48年の190万戸をピ

ークとして昭和51～53年の年間150万戸の水準

から，54年以降連続的に減少し，58年には，

1,137千戸となっている。この減少の要因として

は，所得の伸びを上回る住宅取得価絡の上昇等い

くつかの因子が挙げられている。

特に，問題となるのは，新設木造住宅の着工戸

数の推移であり，50年代前半には，90万戸台を維

持したものの後半には急激に減少し始め58年に

は59万戸(木造率52％)となっている。住宅建設

林業技術No.5171985.4

が全体的に減少している中で，さらに木造から非

木造にかなりのスピードで変化しているわけであ

る。このことは木材需要の減少，とりわけ製材需

要の減少につながっており，昭和48年度には，

木材需要に占める製材用材の割合が69％であっ

たものが，58年には46％となり10年間に23％

も減少している。このような木材需要量の減少

は，販売収入の確保を図るうえで大きな問題点の

ひとつとなっている。

（2）木材価格の推移

木材価格は，55年をピークとしてその後低迷

を続けており，現在の価格水準はほぼ10年前と

同じ水準となっている。

木材とその代替品（鉄鋼，セメント，アルミ）

との価格水準の比較は，一概に言えないが，近年

の製材品や代替品の卸売物価指数の上昇率を見る

と，製材品の代替品に対する価格水準は相対的に

低下してきているということができる。

また，丸太，製材品とも国産材，外材の価格差

はかなり縮小してきている。

（3）収穫量

国有林の収稚量は，戦後の復興期とこれに続く

高度経済成長期において，増大する木材需要に対

応して年々増加し，昭和39年度には戦後最高の

2,300万nl8となったがその後減少し,48年度に

「新たな森林施業」を採用した結果大幅に減少し

てきている。58年度には1,365万In8となってお

り，今後もその約90％程度となるまで減少した

後しばらくこの水準で推移し，戦後の造林地が伐

採時期に到達する60年代末から増加することが
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写真｡l葉枯らし乾燥材の生醒梢端部の枝葉からの蒸散作用で乾燥を促す
一一一一一

写真･2左端は葉枯らし乾燥,中央は巻き枯らし,右端は無処理材

見込まれている。

（4）販売収入

国有林野事業の主たる収入である林産物収入等

は，資源的な制約から伐採量を減少せざるを得な

いことおよび木材価格が低迷していることなどか

ら伸び悩み，近年は2,500億円前後の水準で推移

しており，総収入に占める割合は年々低下してき

ている。このような中で,58年度は前年度に比較

して10％減少し，2,228億円となっている。

2．新たな視点からの販売の推進

すでに述べたように木材需要が低滞し，価格の

低迷が続く厳しい環境条件の下で|玉|有林材の販売

の推進を図るため，国有林は，需要動向に即した

生産・販売の推進，需要開発の推進,PR活動の

推進等に努めているところである。

（1）需要動向に即した生産・販売の推進

買い手市場においては，お客さん本位の販売を

進めることが必要であり，ニーズに即応した商品

を生産・販売することが重要である。このため，

より広範囲の需要家に買っていただけるよう採材

の仕様を改善したり，軒桁（ノキゲタ）などの新

商品を開発して予想以上の効果をあげているなど

写真･3巻き枯らし材の生産

の実例が見られる。また，温泉に丸太を浸して皮

を剥ぎやすくしたあと剥皮し磨いて艶出しした温

泉膳丸太を製作したり，冬期間の現場作業の合間

を有効活用して，端尺材から壁掛け等の木製品を

製作・販売している例などもある。

これらは，数量的にはそれほど多くないが，職

員の創意工夫を有効に生かして売れる商品，すな

わち，お客のニーズに合わせた新商品の開発を行

ったところに価値があるのではないかと考える。

さらに，立木を伐倒後，枝葉を梢端部に付けた

まま林内に数カ月放置し，水分を蒸発させる葉枯

らし乾燥材や，立木の皮を60cm程度の幅ではぎ

取り，立木のまま乾燥させた後，伐倒，造材する

巻き枯らし材の生産・販売は，含水率の低い，色

艶の優れた素材の販売を通じて付加価値の向_'二を

国有林にもたらすほか，例えば，秋田では地域の

木材業界から秋田スギの銘柄化を進めるためにも

有効であるとして高い評価を受けている（写真･1

林業技術No.5171985．4
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～3参照)。

需要動向に即した生産・販売の推進を図るうえ

で需要動向に-'一分適合した生産・販売計画の作成

と仮りに年度途中でも供給過剰が生じそうな場合

には需要に見合う量を供給するよう生産．販売計

画を弾力的に見直すことが重要である。このよう

な観点から，58年度のヒノキ等の生産．販売調整

に引き続き59年度においても青森営林局，秋田

営林局において，青森ヒパ，スギの販売量の調整

を行い市況の回復に努めたところである。

また，同様の観点から，材質の低下しやすい梅

雨期，需要が停滞する稜雪期には，需要動向に即

して生産の停止または抑制を行うことは重要であ

り，適切な対応に努めているところである。

さらに，地元の製材工場等に対する販売等につ

いては，需要者からあらかじめ販売時期，樹材

種，採材等について要望を聞き，要望に合わせた

受注生産・販売を実施するよう努めているところ

である。

商品の生産・販売を行うにあたっては，品質管

理のいっそうの徹底を図る必要がある。トビ等に

よる傷，寸切れ等欠陥商品の生産．販売は厳しく

排除しなければならない。また，元玉材や柱適格

材の芯持ち，割柱への仕分け等買い手側の立場に

立ったキチンとした仕訳を行い，喜んで買ってい

ただけるような売り方を行うことが重要である。

このように，需要者の立場に立った生産．販売

事業を積極的に推進していくことは，地域の国産

材の生産・流通・加工の近代化を図るうえでも重

要なことであると考える。

（2）販路の安定的確保

（')でも述べたが，買い手市場においては，需要

家の立場に立った販売を推進し顧客の安定的確保

や顧客との相互協力関係の強化を図っていくこと

が重要である。このため，3年を限度とする長期

予約協定を結び当該期間内は,国有林材を安定的，

計画的に販売する制度（安定供給システムによる

販売）を58年度から新たに設け，その推進に努

めているところである。また，地元製材工場等に

対する随意契約による販売についても，可能な限

林業技術No.5171985.4

り受注生産による計画的な販売に努めるとともに

長期的には，長期予約協定に基づく販売への移行

を行うなど制度の趣旨に即して弾力的かつ適切に

対処する必要がある。

（3）木造住宅の推進

最近，各地で木材業が住宅メーカーや大工・工

務店と業務提携や協業化を行い，自ら最終消費者

に着目した需要開発に取り組むケースが見られる

が，国有林においても，国有林材を使用した住宅

の建設を希望する最終消費者が容易に住宅を入手

できるようにするため，木材業および大工・工務

店等の協力を得て，国有林材による住宅を最終消

費者に供給する国有林材供給ネットワークを整備

することにしており，首都圏を対象とするモデル

事業を実施中である。事業の仕組みは次のとおり

である。

①全建連（全国中小建築工事業団体連合会）の

中に設けた住宅受注センターにおいて，宣伝

・マーケッティング活動を行うとともに消費

者から住宅の注文を受けて，大工・工務店を
あっせん

斡旋するほか，木材業からなる資材の供給部

門および大工・工務店等からなる住宅の建設

部門間の連絡調整を行う。住宅受注センター

については60年度早々に協同組合化を図る

べく準備中である。

②斡旋を受けた大工・工務店は，資材の供給部

門から構造材，造作材等の供給を受けて，林

野庁が開発した国産材ハウスと共通の工法の

住宅を責任をもって建設するほか，必要なア

フターケアを行う。

③資材の供給部門は，住宅受注センターおよび

住宅の建設部門と述絡調整しながら，営林署

から購入した素材を加工(製材，プレカット）

・乾燥し一定の品質・規格の椛造材・造作材

等を住宅の建設部門へ供給する。

④営林署は，資材の供給部門へ素材を販売す

る。素材は葉枯らし乾燥材を主体として，必

要に応じて住宅の設計に合わせた特別採材の

素材の供給を行う。

モデル事業で供給する国産材ハウスの概要につ



写真･4国産材ハウスの外観

いては,(4)で紹介するが,昨年8月以降全建連が試

験的に東京周辺で4戸の受注建設を行っている。

(4)PR活動の推進

国有林材の需要拡大を図るため木材業，大工・

工務店のみならず，最終消費者に国有林材を身近

に感じていただけるよう積極的なPR活動を展開

しているところである。

1）国産材ハウスの展示（写其･4）

国産材ハウスは，国有林材のPRと在来工法に

よる住みよい住宅の普及を図るため，林野庁が開

発し，昨春，晴海で開催されたI到際グッドリビン

グショーに出展したところ多くの方々の関心を集

めたものである。現在，東京営林署で国産材ハウ

スを一般公開している。

国産材ハウスの主な特徴は,次のとおりである。

①室内にムクのヒノキ板，木製建具を多用し木

材の湿度調整職能を十分に生かし，住む人の

健康に配慮している。

②スギ，ヒノキ，青森ヒバなどを適材適所に使

用している。太い柱・梁によるガッチリした

’骨組み，台所など水回りの集巾化，柱・土台

を壁に塗り込めないなど耐久性の向上に配慮

している。

③標準化による部材の種類・数の減少，部材の

工場加工など工期の短縮・コストの低減に配

慮している。

また，国産材ハウスの設計，工法，材料の特徴

等をわかりやすく解説したビデオを製作し希望者

には貸出しも行っている（ビデオ等の問合せ先う

林野庁業務第1課販売推進室)。
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2)PR拠点の整備

輸送手段，通信手段の整備に伴い，より広域的

な需要者の掘り起こしや販路の拡大に努めること

が重要である。例えば，非木質系住宅のメーカー

等に対する働きかけを行い，国産材への原料転換

等をねらうことが必要である。

このような観点から，大消費地において木材流

通・加工業者，大工・工務店等に対し国有林材ひ

いては木材全般のPRを行うための拠点を整術す

べく準備中である。

3）青森ヒバのキャンペーン

青森営林局では青森ヒバの需要拡大を図るた

め，専門誌，交通広告，シンポジウムの開催等に

より積極的な宣伝活動を展開している。また，地

元商工会識所が中心となって上野駅へ寄贈し･た

「ねぷたレリーフ」の実現に協力した。

紙数の都合でご紹介できないが，このほかにも

営林(支)局段階ではユニークなPR活動を展開し

ている。

おわりに

木材価絡の低迷等厳しい状況の下での新たな視

点に立脚した販売の推進について紹介したが，こ

れらの実施にあたっては，林業・林産業界のみな

らず広範な関係者の皆様の理解と協力を得ること

が必要である。皆様のいっそうのご協力をお願い

する次第である。

（…薑よしはみ撫瀞一灘）
く補遺および訂正＞

本誌3月号論壇「国民の木離れはほんとうか」6頁の木材

僻給関係喪の1'1の昭和58年次の数値は，〈実絞見込翰の数
値です。なお，58年次の実紙は，用材供給総数…91,161千

㎡，供給側剛内生産量…32,316千nf,外国産木材輸入戯…

58,845千㎡，自給率…35.4％となります。

哀た2頁下から14行目，「杉全角節もの一等品」とあるの
●

は「杉金角節もの一等品」と訂正，また5頁上から7行目

｢･･学校遊具，肋木等木製遊具はオール木であったものが．．」

とあるのは「･･学校遊具，肋木等遊具はオール木であったも

のが･･･」と訂正いたします。

3月号「こだま」（33頁右段上から19～21行)に語句の乱

れが生じ，ご迷惑をおかけしました。次のように訂正してお

詫びいたします。（傍点箇所）
●●●●●●●●●●

「･･･国民の木に対する需要は思わぬところから高まりつつ
●●●●●●●●●

あるのである。しかし木材業界の体痩が今のままではせっか

くのこの機会をのがしてしまうだろう。…」

林業技術No5171985.4
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は じめに1．植物新品種保護制度の現状

昨年の昭和59年は，種苗法に基づく植物新品（1）制度の仕組み

種保謹制度の発足（53年12月）以来初めてとい 対象植物は米麦等の食用作物から林木，きの

える大きな局面の展開で始まった｡2月26日付のこ，のり（海草）に至るまで農林水産業の全分野

全国の新聞のトップに日本新薬（株）から特許出にわたり383種類に及ぶ。登録出願は所定の出願

願されたヨモギ新品種について，特許権を与えな書，説明書，特性表,写真,資料に35,000円の印

いよう腱林水産省が特許庁に強く申し入れた旨報紙を添付し，種子またはきのこにあっては純粋培

道された。これほど大きくマスコミに取りあげら養菌株をつけて農林水産大臣あてに出願する。

れたのも植物育種，新品種保護制度に対する世論登録要件は植物体の形態的，栽培的，生理的な

の高まりを反映するものであった。7年目を迎え諸特性について，①区別性，②均一性，③安定性

たこの制度の現状と問題点を概観し，諸賢のご批が要求されるほか，未譲渡性や品種名称等の要件

判に資したいと思う。もある。審査基準は作物ごとに「種苗特性分類調

査」を実施し作成している。審査の方法は，書類

表･1新品種保護制度の軌跡

月日｜年

保存蕊業の開始1月23日第15回品種登録（109〃）登録審遼用品種収集
品種登録班新設

刺集技術No.5171985.4

劃ll正雄

植物新品衝登録制度
－植物司茄彗権保謹の軌跡一

昭和53年
I

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

12月28日

4月6日

6月26日

10月17日

鍋 5日
4月

10月16日

4月

7月9日

9月3日

1月2o日

6月15日

9月13日

｡"''’4月

|種苗法施行
農蚕園芸局弧苗課発足11月1日第1回品種登録（19品就）

農林水産省職務育成品諏規程

植物葡温種保護国際条約（UPOV）署名

審査官l塩増員（8名)，
米国種苗行政湖査団派避

国際係新設3月31日第2回品諏登録（28品糎）
8月13日第3回〃（23〃）

審査富1名増員（9名)，筑波分室庶務係新設2月4日第4回品種登録（28品種）

種苗法施行令（政勃改正：品種登録対象作物5月27日第5回〃（58〃）

18種鍼を追加指定し385種類となる10月8日第6回〃（38〃）

副審査官1名新設（1o名）

UPOV国際条約の締結に伴う種苗法一部改正

2月3日第7回品種登録（“品種）

6月7日第8回〃（48〃）

UPOV国際条約加盟10月21日第9回〃（37〃）

きのこに係る種苗法関係全国担当者会議2月24日第1o回品種登録（“品種）

きのこ既存品種の調査実施5月30日第11回〃（65〃）

野菜の擶定駈苗の生産等に関する基準告示10月29日第12回〃（52〃）

種苗法関係全国把当者会議
品種保謹係新設

3月.19日
9月5日

第13回品種登録（”品種）
第14回〃（127〃）

昭和60年

‘月，"’4月

｜ 事柄
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表･2新品種保護制度における出願・登録状況(60.1.31現在）

作物分野｜出願品種数|個人|種苗会社|食品会社等

580l63 “’726 14927

注：出願件数は旧農産種苗法に避づくもの217（野菜，果樹，訓
登録品種数は取り消し件数13(野菜，果樹，花き）を含む

果樹，花き）を含む

上回る増加率である。登録はこれまで15回行わ

れ累計821品種である。分野別には，花き類が全

休の57％と過半数を占めているが，食用作物も

91件と今後も増える見込みである。また林木と

してはスギ1，ヒノキ1で，きのこ類は42（シ

イタケ38，ナメコ1，マイタケ3）となってい

る。

出願者の内訳は，わが国の育種活動の実態を反

映し作物分野別に特徴がみられるが，個人が46

％，種苗会社36％等を含め民間部門が85％を占

め，一方，国や都道府県の出願もしだいに増えて

きている。特筆すべき点は公的育種部門が主体と

なる稲の出願件数57(登録43)のうち，民間育成

者が11件(登録4）もあることである。これは品

種開発の分野における民間活力の発揮が叫ばれて

いる今日，種苗法の果たす役割の重要性を示すも

のといえよう。また，57年の植物新品種保護国際

条約(UPOV)加盟以後，海外からの出願も増え

229件と全体の17％にも達している。

（3）林業樹木および特用林産物

スギの出願は2品種あり，すでに登録されてい

る。1つは「ヤクチャボ」（昭和55年10月13日

出願，56年10月8日登録)で，屋久スギの実生

苗から発見された変異株から育成され，ちりめん

状の樹幹の密生した半円球型になる極わい性の園
みよしの

芸品種である。もう1つは「美吉野1号」（昭和

57年4月30日出願，59年9月5日登録)で，吉

林業技術No.5171985．4

件数

400

349
0

300

200

139

夢／100

54年55年56年57年58年59年

図･1出願件数の推移

審査のほか必要に応じ現地調査または栽培試験を

行う。登録要件が適当と認められると品種名称，

特性の概要，育成経過等を「内定公表」し，問題

がなければ2カ月後に登録される。

登録の有効期間は15年，林木などの永年植物

は18年である。制度の根幹をなす登録の法的効

力は，品種登録者の許諾なしに当該種苗を有償譲

渡したりまたはその目的で生産，輸入することを

業として行うことを禁止し，品種登録者は違法行

為者に対して差止め請求権および損害賠償権を行

使できることである。罰則は1年以下の懲役また

は30万円以下の罰金が定められている。

（2）出願・登録状況

表･2および図･1に示すように，60年1月まで

の出願件数の累計は1,611件に達した。出願は年

年増加の傾向を示し，58年には年300件を超え

た。これは発足当初の予想（年100件）を3倍も

食用作物

工芸作物

桑

野菜

果樹

飼料作物

草花類

観賞樹

林木

海草

きのこ

91

24

4

247

258

21

629

291

2

2

42

１
５
０
９
１
３
２
１
２
２
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３
４
８
６
９

１
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１
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２
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３

１
１

２
９
３

１

３

６
９
０
０
７
０
２
０
０
０
９

3

０
０
０
８
７
１
１
０
０
０
０

I

８
５
０
９
〃
。
６
８
７
０
０
０

３
２
２
３

５
５
４
４
６
８
３
１
０
０
０

１

１
１

６
．
６
４
今
６

１
１

５１

８
５
２
１

１

９
３
１
１
今
２

４
６
２

２
１

合剛●

艇協団体 都道府県 国 聲録品種数
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野スギの実生林から発見された変異株から育成さ

れ，接ぎ木苗の造林後1年目から明瞭な「出し

ぼ」が発現する林業品種である。このほか林業品

種としてのヒノキの出願が1件あり，最近ケヤキ

の出願の相談もあった。このように，関係者の努

力による種苗法の趣旨の普及浸透とともに民間の

熱心な篤林家による出願もわずかであるが増えて

きており，「国際森林年」でもある本年を契機と

して一段と増えることを期待してやまない。

UPOV加盟諸国から最も注目されているもの

の1つにきのこ類がある。審査は微生物の特殊性

から形態，栽培特性等のほかに遺伝的特性の判

定，つまり対崎培養または電気泳動法による生化

学的手法による鑑定も行っている。腿蚕園芸局が

所管し国立林業試験場の協力により運営している

「きのこ菌株保存庫」は諸外国の関心も強く，こ

れを世界のきのこ遺伝子保存と審査のメッカにし

ようと努力している。この建設と運営にあたって

は学識経験者，行政研究機関および種菌業界から

なる検討会をもちつつ緊密な協力態勢のもとに実

施してきた。将来，きのこ遺伝資源センターとし

ての役割を果たしていくものと期待されている。

（4）国際化への対応

最近マスコミに登場する「種子戦争」が物語る

ように種苗の国際的交流が拡大する中で,54年に

UPOV条約署名,57年10月に加盟したことで

さらに情報の国際的交流も深まっている。ジュネ

ーブのUPOV事務局に種苗課から職員1名を派

遣している。加盟各国の出願・登録状況，審査，

栽培試験等の制度運用の動向の把握を行うほか，

OECD,FAO,IBPGR(国際植物過伝資源理事

会）等の国際機関との積極的な情報交換や緊密な

協力を深めてきている。

2．西欧諸国における植物育成者権法の成立

現在，ヨーロッパ各国の特許法は植物品種とそ

の育成法をも特許対象から適用除外しており，欧

州特許条約や開発途上国向けモデル法にも，「動

植物の品種，またはこれらの生産のための生物学

的方法は除外する」という条項がある。本年4月

施行予定の「中国特許法」の特許除外規定には植

制錐技術No.5171985｡4

物品種も明記されている。

特許法起源の歴史をもつヨーロッパで植物育成

者権法(PlantBreeders'RightsLaw)を制定し

ているのは，特許法では植物の再現性や農業の実

態から育成者の権利が保護できなかったこと，ま

た，農業振興の阻害要因ともなりかねないといっ

た観点からうまく機能し得なかったという歴史的

な過程によるものである。特許法は法の本質から

みて動植物品種の世界にはなじみにくいものと考

えられる。

3．国会論議と関係団体の動き

59年3～4月の第101回国会における植物新

品種の特許問題に関する論議は，満5カ年の新品

種保護制度が残した実績がすでに大きな世論の潮

流となっていることを印象づけるものであった。

答弁に立った当時の小島農蚕園芸局長は，①二重

保護は実態論として国際条約上全く問題なしとし

ないこと，②植物品種が特許になじみにくいとい

うのは歴史的背景に基づくもので，これは品種保

謹法で行うというのが世界のすう勢であることを

腿林水産省の見解として述べた。

ヨモギ問題を重視した(社)日本種苗協会，全国

食用きのこ種菌協会，（社)林木育種協会等の種苗

関係8団体は59年7月18日，国会，特許庁，外

務省，法制局，腿林水産省等に対し，特に，世界

各国では植物品種は特許適用除外のすう勢にある

こと,UPOV条約に加盟したこともあり，いつ

までも種苗法と特許法が並立すれば国際的な種苗

の生産流通に重大な支障が生ずるおそれがあるこ

とを強調した陳情を行ったのである。

これより先すでに57年12月22日には，全国

食用きのこ種菌協会は国会や関係省庁に対し「き

のこ種菌の新品種の保誰に関する陳情」を行い，

新品種を特許法の適用範囲とすることは，①理論

的には可能であっても，現実的には区別性などの

判断を書類のみで審査することには無理がある，

②異議申立などの係争案件が続出する可能性があ

り多額の費用がかかる，③関係業界に無用の混乱

をひき起こし農山村のきのこ生産者に悪影響を与

えるおそれが強い,@UPOV条約第2条の二重
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保誰の禁止規定に抵触する問題でもあるとして，

育成者の権利保護は種苗法に一元化するよう強く

要望したのであった。

4．今後の課題と展望

無体財産権は国際化の必然性をもつ。植物新品

種保謹制度は国際化の波の中で，多国籍企業の種

子産業への参入，地球規模での植物遺伝資源問

題，バイオテクノロジー等との関連を深めなが

ら，わが国の農林水産行政のあり方をも鋭く間う

てきているのである。

このような状況に対応しつつ育成者の権利保謹

制度の円滑な運用を図っていくためには，ヨーロ

ッパにおける総合的かつ一元的な種苗行政システ

ムと比較してわが国の組織体制は万全とはいえ

ず，人員，施設，予算面で解決すべき諸問題が山

積している。審査の適正かつ迅速な処理のため審

査登録事務の機械化，品種特性情報のデータベー

スの充実，高度分析機器の導入等の審査体制の整

備が急務となっている。また，権利侵害への対応

策，都道府県行政との協力態勢，登録対象植物の

政令追加の促進，国際審査協力等に対応するため

の種苗課3分室圃場の拡充，既存品種の収集保

存，農林水産ジーンバンク椛想との関連等も緊急

の課題である。特許制度との調整については，今

後，植物育種および農林水産業の健全な発展を確

保するとの基本的な立場に立って対処していかね

ばならない。

“人類共有の財産である基本的な遺伝子を少し

ずつ加工しながら，私有化の流れが進んでいる。

生き物相手の著作権という人類初めての実験”

（朝日新聞『新食糧革命』：59.12.27）の渦中

にある我々は，改ぬてその責任の重大さに打たれ

るのである。

(きつかわまさを･帯広営林支局計画課長前農林水産省）腱蚕嗣芸局種苗課審査官

匿録出願等についての問合せ先：〒100東京都

千代田区霞が関1農林水産省腱蚕園芸局種苗課

TELO3-502-8111(内線3814～17))

会費改定についてのお願い

会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は絡別のご厚情ご支援を賜わり誠に有
難く厚く御礼申し上げます。

大正10年に発足した本会は，今年64年目を迎え，今後ますます林業に関する科学技術の発達普及に務め
る所存であります。

会員関係の業務につきましては，現在約15,000人の会員のために会誌『林業技術』の配布をはじめ，林
業手帳，林業技術参考図書の配布，本会発行図書の10％割引販売，支部への交付金，補助金，林業技術賞，
同奨励賞，林業技術コンテスト，業務研究発表会等への協力などに努めております。
ところで本会の会費は，昭和56年以降据置いてまいりましたが，最近の経費高により会誌製作費すらま
かなえない状態となりましたので，昭和60年度にはつぎのように改正させていただきたぐ，誠に恐縮なお
願いでございますが，本会の正常な運営のため何とぞご諒承下さいますようお願い申し上げます。本件につ
きましては，理事，支部長，支部幹事の方々にご相談申し上げているところでありますが，総会において決
定される事項でございますので，その節はまたよろしくお願い申し上げます。

なお，特別会員（甲種)，同（乙種)，および個人終身会員の会費は，据置く予定でございます。

記

1．正会員2．会誌の定価，送料

区分現在｜改正
普通会員年額3,000円年額3,500円

学生会員年額2,200円年額2,500円

外国会員年額騨鶏送料年額隣鶏送料

|区分｜現在｜改正
430円

60円

林業技術No.5171985．4

定 価

送料

370円

60円
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キﾘｼ詞こおける山地荒廃と緑化事檮

している。国土面積は13万km3で日本のおよそ

3分の1，人口は1千万で日本のおよそ12分の

1の小国である。

国土のおよそ4分の3は山で全体に起伏に富

み，大河力i少なく河川は夏季に水が枯れることが

多い。山体は主に石灰岩や砂岩・頁岩の砂礫層か

らなり，夏季の乾燥が著しいため植被が少なく劣

勢で，はげ山状の荒廃地や荒廃移行地が多い。山

はじめに

成田を夕方に出発した南回りの直行便で約20

時間，ギリシアの首都アテネには早朝に到着す

る。ギリシア時間は日本より7時間遅い。機上か

ら見た朝日に輝くコバルト色のエーゲ海，その中

に浮かぶまばらな緑に覆われた石灰岩のはげ山の

島々，いずれも写真で眺める以上にすばらしい光

景である。このほど日本学術振興会の援助で,「ギ

リシアにおける荒廃山地の成因・分
』

U

布・復旧と荒廃山地が流出に及ぼす

影響」といういささか長いテーマ

で，同国の国立森林研究所やアリス

トテレス（テッサロニキ）大学の研

究者と国際共同研究（研究代表者・

佐賀大学岸原信義教授）を行う機会

を得た。研究初年度の昨秋，私と共

同研究者九州大学竹下・平野両教授

の3人で，研究打合わせをかねて概

況調査のために，ギリシアの山野を

踏査した。ここに私が特に関与した

同国の山地荒廃の実態と緑化事情の

あらましを記してみたい。

変化に富む自然条件

ギリシアは図・1に示すように，

南が地中海，東はエーゲ海，西はイ

オニア海に囲まれ，国土の中央をピ

ンドス山脈が南北に走り，日本列島

と似た弧形を呈している。首都アテ

ネは仙台と，また，第2の都市テッ

サロニキは盛岡とほぼ同緯度に位置

林業技術No.5171985.4
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図･1ギリシアとその踏査コース

村井宏



写真･1マッキー植生の一種。石灰岩地の疎低木林でギリシア
では(Pﾙﾉ9j1gn"のと呼ばれる

山は急峻で平野が狭く耕地は全休の30％弱であ

り，わが国のように地震，火山，温泉等も多い。

気候はいわゆる地中海気候型に属しており，

「夏季乾燥●冬季温暖湿潤」という10字によっ

て表現できる。これは夏が亜熱帯高気圧の連続支

配下におかれ’著しく乾燥して植物の生育を抑制

する。冬は北方のヨーロッパから寒帯気団の影響

を受け，地中海に寒冷前線が停滞し温暖な雨季を

形成する○年降水量は地域によって顕著な差がみ

られ，西部のイオニア海沿いは1,500mmに達す

るが，東部の平野では著しく少なく，アテネ周辺

では300mmをわずか上回る程度にすぎない。

山地荒廃の実態

ギリシアのどこへ行っても植被の貧弱な石灰岩

の裸出した山々が目だつ。特に雨量の少ない中央

ギリシアにおいて著しい。これは気候条件に支配

されていることにもよるが，既往の過利用に基づ

くものと考えられる。踏査の事前にエビオア島や

中央ギリシア地域を宇宙衛星（ランドサット）写

真で概察したが，この結果ではほぼ半分が裸岩地

と低木疎林のように判読された。この地域の一部

を今回グランドトルースしてみて，この判断に大

きな誤りがなく’その荒廃の程度に驚いた次第で

ある。

貧弱な植被は写真.1に示すように，温帯性疎

低木林(Temperatureshrubland)に属すマッキ

-(MZz9"iS)やガリク(G""""g)と呼ばれる樹高

31n未満の退行植生で，地表の全面を被覆するこ

となく，かなりの裸地面が存在する。このため，

21

たまたま出現する豪雨時に激しい表土の流亡がみ

られる。中央ギリシアに限定すると，その全域の

およそ35％が荒廃地またはその移行地で，土壊

侵食量は毎年2,500ms/km3以上に達すると推定

されている。この数値は，わが国の荒廃地流域か

らの流出土砂量の3倍以上に達する。この結果，

数少ない重要なダムを急速に埋没させている。

ただ，このような荒廃地がギリシア全土にわた

っているものではなく，雨量の多いピンドス山脈

の周辺特に西側の高海抜地や，北部のマケドニヤ

地方の山間部にはモミやカシ類のうっそうとした

天然林がみられる。今回の踏査の時期が10月で，

たまたま夏の乾期の終わりであって，山野の草本

類がほとんど枯死状態を呈していたので，裸地が

とくに目だったといえるかもしれない。地元の人

の説明では，冬の湿潤期にははげ山が緑濃くなる

とのことであった。

山地荒廃の原因

ギリシアにおける山地荒廃は，いまに始まった

ものではなく，長い歴史をもっている。ギリシア

には遺跡が多いが，そのひとつペロポネソス半島

にある著名なミケーネ遺跡の周辺にあるイリアス

山にしてもはげ山同然の状態である。この遺跡は

B.C.1600～1400年ごろのものとされるが，こ

の文明が発達していたころ広域に存在したと推定

された森林（花粉分析等で立証）が，現在跡形もな

いといってよい。

この国の山地荒廃の主要な原因として，過放

牧，山火事や火入れ，乱伐と開墾等があげられて

いる。なかでも家畜の放牧は顕著なようである。

史書によれば最近まで羊と山羊の大群が，夏には

山での放牧のために，冬には雪線より下での放牧

のために，ほとんど規制のないままに年2回の移

牧が繰り返されていた。古くは集落を中心に牛の

飼育も盛んであったが，武装した集団に守られた

山羊の巨大な群れが，牛や羊の飼育と農業を衰退

に追いやったといわれる。

山羊の行動は，写真･2に示すように，他の家

畜では到底不可能と思われる急傾斜地も自由に登

はんする。しかも多数の集団で行動するので，水

林業技術No.5171985.4
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写真･2湧水地に集まった山羊の群れ。彼らは急斜面でも自由
に行動する

飲場・休息地（立場）・通路などの場所は，踏圧

とけ散らしによって表土が破壊される。その結

果，植生の退行はますます進行し，侵食は加速化

することになる。しかし，貧農にとって山羊は唯

一の財産とされ，山羊をもつ者を罰することがで

きない仕組となっている。

今回の踏査に際して，各地で簡単な円筒型浸透

計を用い，種々な地被条件下での浸透能を測定し

た。この結果を図・2に示したが，生育良好な森

林に比べて放牧地は低く，特に家畜が集中的に行

動した通路は，極端に低い値を示している。た

だ，牛馬のような大型家畜類と異なって踏圧の程

度が軽いせいか，放牧地全域の浸透能はそれほど

低下していない。なお，同じ位置で採取した土壌

の分散率・侵食率等を測定したところ，全体的に

受食性が高い傾向が認められた。

このほか，山地荒廃の原因としては，山火事や

火入れの影響も少なくないようで，踏査の経路の

近傍でも大規模山火事跡地がみられたし，また，

火入れによる延焼状況も目撃している。夏の乾期

は著しく乾燥している状態で，燃えやすいマツ林

は被害を拡大させている。燃焼跡の表土は分散し

て阻水性を示し，表土は風水食を受けやすくな

る。湿潤蔵気候条件下にあるわが国では，激甚な

山火事被災地でも，比較的に短期間に自然植生が

回復繁茂するが，地中海沿岸の半乾燥地帯では，

植生の回復速度ははなはだ遅い。

ピンドス山脈寄りには，良好な森林が分布して

いるが，山間の緩斜面を利用して農業が営まれて
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図･2踏査した場所の地被別浸透能

いる。わが国と同様に人口の過疎化は顕著で，離

農者は多いようである。各所に放棄された農地が

みられ’また’戦時戦後の開拓地跡も少なくな

い。この一部に大規模なガリー状の侵食が発達し

ているが’付近は雨量が多いため侵食が加速化し

やすい反面，植物の生育条件が良好なため植被で

覆われ’はげ山状の裸地は少ない。

山地保全のための緑化対策

ギリシア国内に荒廃山地が多く存在するとして

も，わが国の治山・砂防工事のように集約的な施

工はなされていない。これはもちろん経済的な事

情にもよるが，人口密度や施設等保全対象が低位

なことにほかならない。現実に見られた荒廃山腹

の緑化工事例は少なかったが，典型的な方式とし

て等高線方向に小階段を切って，，～2nl間隔に

ニセアカシア(Ro"""'se"dO"c"ciの，グルティ

ーノザハンノキ(A""s割郡"20s")等の高木類を

植栽し’その中にエニシダに似たレダマ（助αγα‐

"郡"z/2"z""7w)等を混植している。このほか,各

種のヤナギ類も用いられており，山腹下部にはポ

プラ類やプラタナス(PIα加郷"SO'泥"""s)等が

植栽されている。特に，後者は各地の荒廃面堆積

部に自然侵入しており，わが国の治山緑化用樹種
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林縁部に植栽している場所も見られた。ギリシア

における緑の復活は，オリーブとアレポマツにか

けているといって過言ではない。

おわりに

ギリシアの中南部の地中海沿岸部は，いわゆる

半乾燥地域(Semi-aridRegions)に属している。

その気候条件からして，一度植生を破壊し消滅さ

せれば,復元することは容易でない。したがって，

現在残されている低木性の退行植生をまず保全す

ることが重要で，当面各種の開発や放牧を含む土

地利用上の合理的規制が先決と思われる。すでに

大部分裸地で侵食が加速化している場所に対して

は，経済的かつ簡便な技術で急速に緑化する手段

を考案する必要がある。また，各種被害に対する

抵抗力の弱い単純林をさける観点から導入樹種も

マツ類のほかに適樹を検討されるべきであろう。

いま，ギリシアの国民は失われた国土の緑の回復

と土砂害防止のために，大いなる努力を傾けつつ

ある。これからの2年間共同研究を通して少しで

も役に立つよう貢献していきたいと考えている。

おわりに，このような機会を作っていただいた

岸原教授，調査にご支援くださった竹下・平野

両教授，現地で協力されたギリシア森林研究所

A.Vouzaras主任研究員，アリストテレス大学

D.Kotoulas教授。M.Kaikis助手に心から感謝

の意を表したい。

（むらいひろし・静岡大学教授）

1

卜杢

’
ー 一

写真･3荒廃した山腹斜面に等高線方向にテラスを造成緋起し
てオリーブの栽培が行われている

として活用する場があるのではないかと考えられ

る。

ギリシアの国花であるオリーブは低地の樹園地

は.もちろんのこと，荒廃した山腹にも植栽されて

いる。オリーブは地中海周辺の硬葉樹林を代表す

る樹種である。この樹はもともと肥沃な土地を必

要としないし，乾き切った表土の浅い不毛の丘陵

地や砂礫に富む山腹斜面にもよく育つ。主根を垂

直に3～4mも地中に深く発達させ，夏の乾燥期

でも地下水を精いっぱい吸い上げて生育すること

ができる。

山腹斜面を保全しながら土地利用する農業技術

が古くから工夫されている。写真.3に示すよう

に等高線方向に耕作し，この段上に農作物や果樹

を栽培する方式である。傾斜の急な所，石の多い

所では石積工を施工している場所もある。このよ

うな技法は侵食防止はもちろんのこと，貴重な水

分を有効に保留利用とするものである。米国の農

地侵食防止法としての等高線耕作法の原形は，こ

のような地中海沿岸地帯の階段耕作法にあるとい

われる。

なお，不毛に近いとされた低海抜の荒廃山地に

は，現在盛んにマツ類が植栽されている。主要樹

種は乾いた荒れ地にも適するアレポマツ(P伽"s

"""sis)やプﾙﾃｨｧﾏﾂ(P伽泌s〃z"zz)

である。平たん地や緩傾斜地ではブルトーザなど

の大型機械を利用して耕起し，植栽列をやや凹形

として保水を図っている。一部では防火樹としホ

ソイトヒバ（α吻惣ss"ssew"gγ""℃"s)をマツの

経営に自信と指針を与えるペア・ブックノ

山の幸図書シリーズ①

林業経営名言集-著謹託取
室屋正美箸B6．100頁定価1,200円(〒共）

山の幸図書シリーズ②

勢に中小林家の経営戦略
－産地間競争で生残るために－

青木尊重箸B6．270頁定価2,500円(〒別）

発行所山の幸センター

〒359所沢市北秋津136-7量0429(24)5927

林業技術No.5171985．4
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煕匪S胚A皿④H~L全国拡業試駒旨導機関の紹介

24．長野県林業指導所
－－

一
一

号

－ －

研修鎌

る･しかし，教育指導と試験研究ならびに成果の普及伝

達，という大綱は変わらないまま現在に至っている。

〔組識図〕

1．はじめに

長野県林業指導所は，昭和36年4月1日に県のほぼ

中央に位髄する塩尻市に設置された。

本県は78％に当たる106万11aを森林が占めているこ

ともあって，県民生活と森林・林業とのかかわり合いは

極めて高いものがある。特に近年は林産物の生産だけで

なく，国土の保全，水資源のかん養，豊かな自然，さら

には保健休謎の場として，本県の森林・林業は，国民生

活上からも大きな役割を果たしている。

一方長期にわたる木材不況・山村社会の変ぼうなど

で，林業経営は総じてなおざりにされ，生産活動も低迷

を続けている。

当所では，このような現状をふまえ,林業経営の改善，

健全な森林づくりのための技術の改良，きのこ等特用林

産物の生産技術の開発およびカラマツ材の利用開発，さ

らには地域林業を担う人づくり，組織づくりなどを中心

に，林業にかかわる総合的な研究・指導機関として，林

業関係者はもとより，広く県民の期待にこたえられる開

かれた林業の総合センターをモットーに努めている。

2．組織および施設

（1）組織

発足当時の組織は，庶務，教育指導，育種，業務なら

びに木材の5部に，目立技術者養成所が付置されていた

が，その後時代の変遷と，森林・林業に対する諸要請に

即応することのできるよう改革，改組がなされてきてい

林業技術No.5171985.4

－庶務部……庶務および会計（5名）

-教育指導部…聯蕊成瀧搬議
研究の企画訓雛および林
業磯械に関する技術指導（6名）

一造林部･…･･育種，育苗，育林，森林
立地に関する試験研究お
よび技術指導（4名）

一経営部…鱸綴関騨鱸磯
および技術指導（4名）

一林産部．｡…･木材，製材技術に関する
試験研究および技術指導（4名）

所長一

（2）施設

当所椛内の敷地は51,357In2,主な建物としては本館

(807nf),60名が宿泊できる研修寮(9411n2),製材試

験室(102m2),木材乾燥試験室(99nl2),林業機械実習

室(571n2),きのこ栽培実験室等延べ2,485nl2である。

また柵内には一般苗畑，さし木用ミスト潅水施設，緑

化樹および特用樹見木凰きのこほだ場などが配世され

ている。このほか隣接する楢川村に実験林(9.96ha)

を，また県内各地に育林および特用林産物栽培などにか

かわる各種の試験地26カ所（約2711a)を，それぞれ設

置している。

3．業務の内容

（1）教育指導

教育指導にかかわる主な業務は，次のとおりである。

1）林業後継者の謎成
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次代の林業生産活動を担う青年男女を対象に，昭和48

年度からは林業教室，同ゼミナール，山村青年指導者研

修を3カ年間にわたって体系的に行い，林業地域におけ

る中核的担い手となる林業士の養成をしている。また活

動促進助長のためのアフターケア研修も併せて行ってい

る。

2）林業機械技能者の謎成

林業架線作業および伐木造材に従事している作業員を

対象に，資質・技能の向上と安全作業の徹底を図るため

の技能者養成訓練を実施するとともに，さらに地域林業

労働の中核となりうる若い作業員を対象に，森林作業に

必要な技能・技術研修を行い，基幹林業作業士に謎成し

ている。

3）林業婦人教室

農山村の婦人を対象に森林・林業についての理解を深

めさせるとともに，基礎的な知識や技術等を習得させ，

家族ぐるみでの地域林業の振興を図っている。

4）木材の加工利用技術の指導

木材利用の高度化と県産材の利用開発を目途に，木材

関連企業等に対して，製材，乾燥，加工等にかかわる技

術診断および指導を随時行っている。

5〕一般林業技術指導

種苗・育林生産技術，きのこ等特用林産物栽培技術，

病害虫防除技術などについて，林業改良指導員，林務部

職員，市町村，森林組合職員および一般林業従事者を対

象に，技術研修ならびに講習を実施している。

（2）試験研究成果の普及伝達

地域の要識に対応した課題を重点に，試験研究成果の

内容を，各種研修会・講習会等を通じ関係者に伝達して

いる。また併せて業務報告，技術情報，ミニ憎報あるい

は技術解説書として刊行し，広く普及伝達に努めてい

る。

（3）試験研究

試験研究の実施にあたっては，地域，業界など各界か

らの要請をふまえ，県林政の方針に即して

○活力ある健全な森林づくりのための育林管理技術

○きのこ類および特用林産にかかわる技術の開発を中心

とした地域林業の振興

○カラマツ等県産材の利用開発

それぞれの目標において進めている。

なお，現在実施している部門別の研究課砿数と，実用

化された研究成果について2，3の例を紹介する。

1）試験研究課題数

現在進めている課題数は，国補と県単を合わせて，林

業経営部門4課題，育林および森林保護部門8課題，木

材利用部門4課題，きのこ類等特産部門6課題，山腹緑

化．森林保全部門4課題の計26課題である。

2）成果実用化の例

ア．カラマツ材による壁羽目板

本県の代表的造林樹種であるカラマツ，ことに若齢の

未成熟材は，狂い,割れ,ヤニなどの欠点が強調されてき

た。しかしながら，材が成熟し，樹齢が高くなると狂い，

割れなどの欠点も少なくなり,材が強い,木目が美しい，

耐水性が強いなど優れた点が多く認められ，一般建築機

造材，造作材あるいは家具材等として利用分野が広い。

そこで当所では，積極的に利用拡大を図るため，国補研

究課題として利用開発に取り組んできたところ，人工乾

燥技術の確立により，若齢材についても狂い，割れなど

の防止もできる明るい見通しが得られることになった。

この研究の成果例として比較的用途の少なかった中目

丸太から採材した単板（幅100mm,厚さ21mm,長

さ3m)を，仕上り含水率10～12%に人工乾燥させる

ことにより，内装壁羽目板として効果的に実用化される

ところとなり，現在は県立高校をはじめ，公共施設に多

く取り入れられている。

イ．カラマツの二段林施薬

本県の人工林の約56％はカラマツで占められている。

これら林分の多くが戦後の大面識一斉造林によって造成

されたものであり，今日，これらのカラマツ林は病虫害

等の発生などによって，さまざまな問題点が指摘されて

きている。このような中で，気象害回避によるスギやヒ

ノキの造林域拡大と林種転換促進のため，先駆樹種カラ

マツを上木とする二段林施業について，技術的問題点の

解明に積極的に取り組んできたが，ほぼ次のような結果

が得られ，普及に移されている。

○本県の場合ヒノキの植栽は，経営上からみると標高

1,300mが限度と考えられる

○上木の密度と林内相対照度との関係および必要な相

対照度を得るための間伐方法が明らかとなった

○上木の伐採に伴う下木の損傷については，問題とな

るほどの被害は発生しないことが明らかとなった

ウ．マツタケ増産施業

本県は全国的にも屈指のマツタケ生産県であるが，そ

の通は最盛時の5分の1近くに減っているのが現状であ

林難技術No.5171985.4
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石松」の代参として知られている「サヌキのこんぴらさ

ん」の東方2km,さらに全国一の「満濃池」（昭和63

年第39回全国植樹祭開催予定地）の北方5kmに位磁

し，一方，試験地は，当所より南へ10kmの位置に瞬か

れている。

2．沿革

当所は，昭和29年6月1日に，現在の試験地である

仲多度郡仲南町に設置され，本県唯一の林業に関する試

験研究機関として，また，林業技術の普及センターの性

格をも兼ね，民有林の振興にあたってきたところである

が，昭和54年4月1日の磯構改革に伴い，事務所を仲

多度郡満濃町（香川県仲多度農林技術センター内）の現

在地に移転したものである。

3．機構

当所は，別段の機構をもたないが，次のような榊成の

もと，事務所（3名）と試験地（4名）に職員を配置

し，さらに，本庁林務課在席の林業経営・造林・特用林

産等の林業専門技術員（4名）が，当所兼務となってい

る。

－庶務（1名）

所長一一試験研究（3名）

一試験地管理（2名）．

4．施設

（1）用地

当所は，試験地として501'a(山林)の県有地を有し，

試験地庁舎・各種試験林・見本園・採種園等に供してい

る。

また，試験地から東へ60kmの大川郡大川町に，借入

地として10haを有し，「まつ」の採種園に供している。

（2）建物

事務所は，仲多度農林技術センターとして，農林部の

出先機関（2）と共用する総合庁舎である。

試験地では，事務室棟（木造平屋)115m2．研究室棟

（木造平屋)2101IIgのほか，付属施設として，温室・そ

の他で3001112の建物を設置している。

5．業務の概要

当所も設澄以来30年を経過し，試験地では実験林・

試験林のほか見本園等を整備し，試験研究の成果の波及

を図るとともに，とりわけ最近は，松くい虫をはじめス

ギカミキリ等穿孔虫防除の研究，さらには林木品種改良

の一環として，松くい虫抵抗性品種の拡大を図るため，

この採種園を設置し調査研究に着手するなど，本県の特

る。そこで当所では，県単試験として施業改善による増

産技術の確立に取り組んできたが，現在までに一応のめ

どが得られた。この成果を要約すると，

○林内に陽光が入るよう除間伐を行う。施業後のアカ

マツの成立密度は，収量比数Ry0.7程度の中廠仕

立てとする

○施業後3～4年経過すると下層植生が繁茂するの

で，6月下旬から7月中旬にかけて下刈りを行う

○勝葉落枝などの堆積物を取り除く。この時期として

は11月から翌年3月ごろまでに行う

これらの成果をふまえ,マツタケ山環境改善施業を59

年度から新規の県単補助事業として取り上げ，実施して

いる。

（4）関連事業

普及指導ならびに試験研究を進める一方，木材，きの

こ類,樹木種子,土壌などにかかわる試験分析および林木

品種改良事業等各種の調査事業も併せて実施している。

4．林業指導所の整備拡充計画

・本県では森林・林業に対する社会的要請の多様化，県

産材の利用開発と需要の拡大，林業生産にかかわる技術

革新，林業地域振興のための地域づくり，人づくりなど

各般の要請をふまえ，当所の機能の総見直しを行い，来

るべき21世紀を展望し，県林政の長期埜本構想に即応

した研究指導機能をもった「林業総合センター」の建設

を目途に作業を進めている。

なお，｜司センターは昭和63年度に開設の予定である。

（長野県林業指導所・教育指導部）

25．香川県林業指導所

1

馳
泌

、

ヨ

1．位置

本県の林業指導所は，海の神さまとして，また隣の
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ガンノズルによる散布状況

性にあった研究業務を，陣容・組織ともに満度の機関と

はいいがたいが，長期的視野に立ちながら即事性と即時

性を考慮しながら調査研究活動を展開している。

6．主な試験概要

（1）松くい虫防除試験

本県では，民有林の53％に当たる43,600haが『まつ

林」であり，そのうち72%,31,400nfが松くい虫の被

害を受けている。

このようなことから，本県では松くい虫の防除を含め

た被害対策が，本県林政の最重要施策であり，当所にお

いても昭和47年度から松くい虫に関する各種試験を開

始し，県内における被害分布・マツノマダラカミキリの

発生消長・薬剤散布の環境に及ぼす影響調査・土壌施用

と樹幹注入による防除試験・誘引試験等，各種の研究を

行うほか，発生環境に対応したガンノズル空中防除試験

・地上散布による合理化試験・駆除薬剤の効果試験等，

新たな防除技術の改善試験等も実施している。

また，造林技術の面からも，抵抗性マツの育種に関す

る防除試験も進めている。

（2）スギカミキリ防除試験

本県のスギ・ヒノキ林は7,300haで，そのうち，スギ

カミキリの加害対象となる森林は3,500haに及んでいる

が，なかでも，農地・樹園地等に隣接する里山地帯の

960haは，スギカミキリの生息分布が高くなっている。

この被害森林のうち，防除措瞳が必要なものは150ha

と推定され，これらについては各機関を通じて防除の推

進を図るかたわら，当所を中心にスギカミキリの生理・

生態を含めた防除方法に関する調査研究を，昭和55年

度から進めている。

〔林木品種改良事業＝松くい虫抵抗性松の育種〕

本県では，土壌的に「まつ」しか生育しない林地，あ

るいは県土の保全・自然環境の保全等，公益機能確保の

面から，松の造林が必要な林地がある。

これらの森林を，松くい虫の被害から守るため，松く

い虫抵抗性種苗を緊急に供給する必要がある。

このため，当所では本格的な対策とあわせて，マツノ

ザイセンチュウ抵抗性松供給特別対策事業を昭和58年

度から5カ年計画で実施しており，昨秋はじめて交雑育

種による種子を採取し，また，選抜育種においては，1

年生苗を育苗中である。

7．雑感

その1：本県の歴史年表によれば,「大宝元年(701年）

讃岐等諸国干ばつききん」とあり，それ以来昭和48年

の大干ばつ（高松砂漠）まで約1,270年の間に，なんと

121回の大干ばつが記録されている。

このような史実から考えても，本県は大古より寡雨地

帯であり，今でも干ばつ時には，雨乞い踊りが行われて

いる地域でもある。

ともかくも，このような特異な自然条件におかれてい

る本県の海岸地帯は，総じて「せき悪」地帯である。

せき悪地の要因は，その地帯の基岩・土壊・気象が基

礎因子ともいわれているが〆いずれにしても,．この地帯

の松くい虫跡地造林について，森林の造成目標・手法に

ついて行政・普及指導あげて，市町・森林組合等関係へ

強力な指導・助言が必要であろう。

その2：一方，「大和時代に海岸地帯では揚浜塩田に

よる製塩が行われ，その燃料に森林が伐採されていた｣。

また，「慶長5年入浜式塩田になり，塩田の拡張とと

もに燃料として森林の伐採が盛んになった」とあり，さ

らに，「宝暦元年，木田郡牟礼町においてクロマツの択

伐施業が行われた。当時，地場産業の主軸であ､った塩業

・職業および窯業などの燃料を確保するために，伐採を

継続的に行う必要に迫られたと思われる。択伐施薬の起

源は明らかでない」とも記されている。

ともかく，瀬戸内は古くから発達し，それに伴って森

林も大いに活用されていたようである。

林業ないしは林業技術の面から，記すべきもののない

香川とはいえ，先人の間で，その起源は定かでないにせ

よ，このような択伐施業がなされ，そのうえ，その施業

跡が残されていることは，林業技術者にとって大きな救

いといえよう。

クロマツの択伐施業をよみがえらせるうえからも，特

に瀬戸内の松くい虫は撲滅しなければならない。

そして，それが「緑かがやく香川」につながることに

なるであろう。

（香川県材諜指導所長・松原経計）
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こ
の
三
木
里
の
中
学
校
で
姉
が
教
師
を
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
、
と
Ｓ
さ
ん
が
言
う
。
黒
い
セ
ー
タ
ー
を
着
て
ズ

よ
う
え
ん

ボ
ン
を
は
い
て
、
化
粧
を
し
た
妖
艶
な
女
性
な
の
だ
が
、

座
席
で
は
男
の
よ
う
に
股
を
ひ
ら
い
て
、
腕
ぐ
み
を
し
て

み
や
ま

い
る
。
そ
れ
が
癖
な
の
で
あ
る
。
海
山
町
の
実
家
か
ら
、

姉
や
妹
と
と
も
に
毎
朝
汽
車
に
乗
り
、
Ｓ
さ
ん
は
熊
野
市

の
銀
行
へ
通
っ
た
と
い
う
。
彼
女
は
そ
こ
で
職
場
結
婚
を

し
て
、
い
ま
は
生
花
店
を
営
み
な
が
ら
近
所
の
娘
た
ち
に

華
道
を
教
え
て
い
る
。
二
児
の
母
親
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
い
て
私
の
両
親
の
こ
と
だ
が
、
三
木
里

の
八
鬼
山
へ
来
る
ま
で
の
経
路
に
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な(画・錐者）

る
ま
い
。

両
親
は
奈
良
県
十
津
川
村
の
山
中
で
、
隣
合
っ
た
山
で

炭
を
焼
い
て
い
て
結
婚
し
て
い
る
。
昭
和
九
年
、
父
は
再

婚
で
四
十
一
歳
、
母
は
十
五
歳
で
あ
っ
た
（
入
籍
は
昭
和

二
十
一
年
）
。
そ
れ
か
ら
二
人
は
下
北
山
村
の
池
原
や
前

鬼
で
炭
を
焼
き
、
さ
ら
に
大
台
ガ
原
山
系
の
大
杉
谷
で
も

一
年
ば
か
り
住
ん
だ
。
そ
の
こ
ろ
正
月
に
は
山
か
ら
出

て
、
海
辺
の
町
、
長
島
で
宿
屋
に
泊
ま
り
、
一
週
間
ば
か

り
も
遊
ん
だ
と
い
う
。
ま
だ
小
娘
の
よ
う
な
母
に
た
い
す

る
、
父
親
の
い
た
わ
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
山

小
屋
の
ほ
か
に
自
分
の
家
な
ど
は
な
か
っ
た
の
だ
。

大
杉
谷
の
つ
ぎ
が
三
木
里
だ
っ
た
。
稼
ぎ
の
よ
い
場
所

を
求
め
て
、
山
か
ら
山
へ
と
渡
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
ど

こ
に
は
質
の
よ
い
原
木
が
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
情
報
は
、

往
来
す
る
炭
焼
仲
間
や
、
問
屋
筋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
三
木
里
で
は
、
先
妻
の
子
供
二
人
を
預
か
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
小
学
生
の
姉
と
弟
は
八
鬼
山
の

小
屋
か
ら
下
っ
て
里
の
学
校
へ
通
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
と
き
姉
弟
は
、
校
長
先
生
か
ら
山
の
道
連
れ
に
せ

よ
と
犬
を
も
ら
っ
た
。
ペ
ス
と
い
う
名
の
賢
い
黒
犬
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
ま
も
な
く
姉
娘
が
山
中
に
迷
い
こ
む
と

ら
ん
じ

い
う
椿
事
が
お
き
た
。
そ
の
と
き
ペ
ス
は
女
の
子
か
ら
離

れ
よ
う
と
せ
ず
、
彼
女
は
夜
の
林
を
ひ
た
す
ら
犬
に
従
っ

て
歩
き
、
つ
い
に
山
小
屋
に
帰
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
に
校
長
が
亡
く
な
り
、
遺
骸
は
船
で
郷
里
へ
送
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
船
を
ペ
ス
は
生
徒
た
ち
と
と
も

よ
う

に
見
送
り
、
そ
れ
き
り
沓
と
し
て
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た

と
い
う
。
け
な
げ
な
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
一

頭
の
犬
の
婆
と
名
前
が
、
半
世
紀
後
ま
で
も
記
憶
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

八
鬼
山
で
は
自
分
の
窯
の
ほ
か
に
も
、
四
つ
ば
か
り
窯

を
持
ち
、
焼
き
子
を
使
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
炭
は
（
ご

く
一
部
を
荒
神
社
に
売
る
ほ
か
は
）
す
べ
て
三
木
里
に
お

ろ
し
て
、
こ
の
小
さ
な
港
か
ら
船
に
職
ん
だ
。
炭
持
ち
に

従
事
し
た
の
は
地
元
の
人
々
で
あ
る
。
ダ
ツ
（
炭
俵
）
の

ほ
か
、
日
常
の
生
活
必
需
品
な
ど
も
里
で
買
っ
た
。

三
木
里
か
ら
山
腹
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
路
を
四
キ
ロ

ば
か
り
も
行
く
と
、
眼
下
に
深
そ
う
な
蒼
い
色
を
た
た
え

た
入
江
が
見
え
て
く
る
。
九
鬼
港
で
あ
る
。

九
鬼
で
は
大
き
な
ブ
リ
が
い
く
ら
で
も
手
に
入
っ
た
、

と
母
が
昔
を
思
い
出
し
、
Ｓ
さ
ん
は
、
定
置
網
に
よ
る
ブ

リ
漁
は
い
ま
も
盛
ん
で
、
そ
の
た
め
に
裕
福
な
土
地
柄
だ

と
説
明
す
る
。

ま
ば
ら
な
家
並
み
を
ぬ
っ
て
入
る
と
、
国
鉄
紀
勢
線
の

小
さ
な
駅
が
あ
る
。
自
転
車
が
数
十
台
並
ん
で
い
る
の

は
、
通
勤
と
通
学
用
の
も
の
だ
ろ
う
。
い
ま
は
も
う
小
中

学
校
も
こ
こ
に
は
な
い
よ
う
だ
。
駅
の
横
に
小
さ
な
谷
川

が
流
れ
、
そ
れ
に
沿
う
た
奥
へ
数
軒
の
家
が
散
在
し
て
い

る
。
谷
川
の
向
こ
う
は
港
に
面
し
て
家
々
が
ぎ
っ
し
り
と

並
び
、
飲
食
店
や
旅
館
な
ど
も
ち
ら
ほ
ら
と
見
え
た
。

宗
並
み
と
道
路
を
へ
だ
て
た
岩
壁
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
り
で
、
柱
と
屋
根
だ
け
の
大
き
な
建
造
物
が
あ

る
。
魚
の
水
揚
場
を
兼
ね
た
市
場
だ
が
、
い
ま
は
人
影
が

見
え
な
い
。
昔
も
こ
こ
に
漁
船
が
横
づ
け
に
さ
れ
た
と
、

母
は
言
う
。
船
か
ら
投
げ
る
魚
を
人
々
が
棹
を
使
っ
て
巧

み
に
掛
け
る
の
が
面
白
か
っ
た
、
と
。

昼
飯
ど
き
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
市
場
の
そ
ば
の
粗
末

な
食
堂
に
入
り
、
Ｓ
さ
ん
と
母
は
焼
ソ
バ
を
、
私
は
う
ど

ん
を
注
文
し
た
。
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み
き
さ
と
く
５

二
月
下
旬
の
一
日
、
私
は
三
木
里
と
九
鬼
（
と
も
に
三

重
県
尾
鷲
市
）
の
港
を
訪
れ
た
。
こ
こ
は
両
親
が
昭
和
十

年
前
後
に
住
ん
で
、
私
が
生
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
。
こ
と

し
六
十
五
歳
で
元
気
な
母
親
が
車
に
同
乗
し
、
友
人
で
、

近
く
の
熊
野
市
在
住
の
Ｓ
さ
ん
が
道
案
内
を
つ
と
あ
て
く

れ
た
。
国
道
四
二
号
線
か
ら
右
に
折
れ
て
、
三
キ
ロ
ば
か
り
山

中
を
下
る
と
海
に
出
る
。
そ
こ
か
ら
岬
一
つ
曲
が
る
と
、

山
々
に
抱
か
れ
た
入
江
の
里
が
見
え
て
き
た
。
も
う
桜
が

咲
い
て
い
る
わ
、
と
Ｓ
さ
ん
が
言
う
。
ほ
か
の
桜
の
木

は
、
ま
だ
裸
の
ま
ま
な
の
に
、
た
だ
一
本
だ
け
が
蒼
い
海

を
背
景
に
薄
紅
色
の
花
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
景
色
に
見
覚
え
が
あ
る
か
な
、
と
車
を
走
ら
せ
な

が
ら
私
は
母
に
話
し
か
け
た
。

さ
あ
、
浜
辺
に
松
の
並
木
が
あ
っ
た
ん
や
け
ど
、
と
母

は
な
ん
だ
か
頼
り
な
さ
そ
う
に
言
う
。
家
も
も
っ
と
少
な

か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
わ
。

海
岸
は
埋
立
て
た
の
よ
、
と
Ｓ
さ
ん
。

な
に
し
ろ
十
七
、
八
歳
だ
っ
た
母
親
が
一
年
あ
ま
り
住

ん
だ
だ
け
の
土
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
よ
そ
半
世
紀
ぶ
り

山
峡
の
電

尾
鶯
ｌ
わ
が
出
生

で
訪
れ
て
、
私
は
で
き
れ
ば
両
親
が
炭
を
焼
い
た
窯
跡
を

見
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
た
し
か
な
一
つ
の
手
が
か

り
は
、
海
を
見
お
ろ
す
尾
根
に
立
派
な
神
社
が
あ
っ
た
と

い
う
母
親
の
記
憶
で
あ
る
。
窯
は
そ
の
神
社
の
下
の
ほ
う

に
あ
り
、
宮
司
た
ち
の
注
文
で
炭
を
届
け
る
と
、
代
金
と

さ
い
せ
ん

し
て
寮
銭
に
供
え
ら
れ
た
一
銭
玉
ば
か
り
を
袋
に
入
れ
て

重
い
ほ
ど
く
れ
た
と
い
う
。
炭
一
俵
の
値
段
が
一
円
ぐ
ら

い
だ
っ
た
時
代
で
あ
る
。

漁
師
た
ち
が
熱
心
に
信
仰
し
て
い
た
と
い
う
そ
の
神
社

を
ま
ず
探
す
こ
と
に
し
た
。
道
端
の
魚
屋
や
雑
貨
店
で
聞

い
て
み
た
が
、
若
い
人
ば
か
り
で
要
領
を
得
な
い
。
町
は

ず
れ
に
出
て
、
小
川
の
橋
を
渡
っ
た
所
で
、
六
十
年
配
の

婦
人
に
話
し
か
け
て
み
て
、
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
。
そ
こ

や
き
や
き

は
三
宝
荒
神
社
と
称
さ
れ
る
有
名
な
神
様
で
、
八
鬼
山
に

あ
る
と
い
う
。
尾
根
の
神
社
か
ら
は
と
な
り
の
漁
港
の
九

鬼
や
、
さ
ら
に
向
こ
う
の
尾
鷲
の
町
に
も
山
道
が
通
じ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
母
の
記
憶
と
一
致
し
た
。

と
が
そ
ぴ

八
鬼
山
は
小
川
の
奥
の
左
手
に
尖
っ
て
鑿
え
て
い
る
。

地
図
に
よ
れ
ば
標
高
六
五
三
メ
ー
ト
ル
、
ま
わ
り
の
山
々

は
桧
の
植
林
が
黒
っ
ぽ
く
覆
っ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
八

宇
江
敏 (上）
勝

鬼
山
の
山
腹
だ
け
は
雑
木
林
の
ま
ま
で
あ
る
。
椿
が
多

く
、
い
ま
ご
ろ
は
山
い
ち
め
ん
に
赤
い
花
が
咲
い
て
美
し

い
だ
ろ
う
、
と
母
は
言
う
。
椿
の
木
か
ら
は
固
く
て
肌
の

な
め
ら
か
な
白
炭
が
と
れ
る
。

八
鬼
山
へ
登
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
、
そ
の
婦
人
に
道

を
尋
ね
た
が
、
自
分
は
も
う
長
く
行
か
な
く
て
確
か
な
こ
も

と
は
知
ら
な
い
と
言
う
。
か
わ
り
に
荒
神
社
に
毎
年
詣
う

て
い
た
と
い
う
人
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

そ
の
人
、
Ｋ
さ
ん
の
家
を
訪
れ
た
。
八
十
六
歳
の
小
柄

な
お
ば
あ
さ
ん
で
あ
る
。
海
岸
通
り
に
面
し
た
家
の
上
が

り
か
ま
ち
で
、
Ｋ
さ
ん
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
聞
か
せ
て

く
れ
た
。

荒
神
社
は
旧
暦
の
一
月
二
十
八
日
に
例
祭
が
あ
る
が
、

自
分
は
も
う
足
が
弱
く
な
っ
た
の
で
三
年
ば
か
り
登
っ
て

い
な
い
。
片
道
小
一
時
間
は
か
か
る
だ
ろ
う
。
昔
は
宮
司

が
お
り
、
例
祭
に
は
大
ぜ
い
の
山
伏
が
あ
つ
ま
り
、
出
店

も
あ
っ
て
賑
わ
っ
た
が
、
最
近
は
ふ
だ
ん
人
も
住
ん
で
い

な
い
。
登
山
道
も
荒
れ
て
い
て
、
む
し
ろ
九
鬼
か
ら
登
る

ほ
う
が
近
い
の
で
は
な
い
か
。

若
い
こ
ろ
、
八
鬼
山
で
炭
を
焼
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る

ん
や
け
ど
、
と
母
は
言
っ
た
。

そ
う
い
え
ば
昔
は
炭
焼
き
さ
ん
も
お
っ
た
の
し
、
と
お

ば
あ
さ
ん
は
答
え
た
。
だ
が
五
十
年
前
に
山
中
に
住
ん
で

い
た
渡
り
の
炭
焼
き
の
こ
と
な
ど
、
具
体
的
に
覚
え
て
い

る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。

九
鬼
の
ほ
う
へ
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。

ひ

右
手
の
入
江
は
陽
を
浴
び
て
お
だ
や
か
に
輝
き
、
谷
口

に
近
く
海
苔
の
養
殖
場
が
あ
り
、
岬
の
ほ
う
に
低
い
三
角

の
屋
根
を
か
け
て
い
る
の
は
、
真
珠
の
養
殖
筏
で
あ
ろ
う

か
。
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|’ 竹
な
ど
で
固
定
し
て
い
る
）
。
こ
の
う
ち
特
に
朝
鮮
で
は

国
立
の
印
刷
所
に
よ
り
刊
本
が
行
わ
れ
た
り
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
あ
ま
り
大
き
な
発
展
は
し
て
い
な
い
。

紙
の
伝
播
の
後
れ
か
ら
印
刷
技
術
の
ス
タ
ー
ト
を
遅
ら

せ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
四
二
三
年
の
最
古
の
木
版
画
を
残

し
て
い
る
が
、
一
四
四
七
年
に
な
る
と
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル

ク
が
活
版
術
を
発
明
し
、
啓
蒙
や
知
識
の
伝
播
が
急
速
に

発
展
し
て
宗
教
改
革
や
文
芸
復
興
の
原
動
力
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
ま
た
印
刷
磯
の
発
達
も
促
し
、
現
在
の
印
刷
法
が

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

図
２

グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
字
と
組
版
（
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
博
物
館

記
念
出
版
物
よ
り
）

東
洋
で
生
ま
れ
た
活
版
術
が
あ
ま
り
発
達
せ
ず
、
グ
ー

テ
ン
ベ
ル
ク
の
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
大
発
展
を
と
げ
た
理

由
と
し
て
、
今
日
ま
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
優
秀
な
活
字

合
金
が
よ
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
活
字
を
整
列
さ
せ
る

（
組
版
）
作
業
の
能
率
を
上
げ
る
た
め
に
都
合
の
よ
い
積

木
の
よ
う
な
形
状
の
活
字
の
形
、
文
字
数
の
少
な
さ
が
彼

の
技
法
を
成
功
に
導
い
た
有
力
な
原
因
で
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

貯
蔵
場
所
か
ら
数
千
種
の
文
字
を
選
ん
で
拾
い
出
し
、

印
刷
後
に
再
び
そ
こ
に
整
理
収
納
す
る
の
は
ア
ル
フ
ァ
ベ

ツ
ト
の
文
字
数
と
比
較
す
る
と
途
方

も
な
い
手
数
で
あ
る
。

文
字
数
の
多
さ
は
字
体
の
選
択
に

も
大
き
な
不
便
を
生
じ
る
。
一
つ
の

書
体
を
完
成
す
る
た
め
に
は
数
千
の

文
字
を
設
計
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
、
好
み
の
書
体
で
印
刷
す
る
た

め
や
将
来
の
再
版
の
事
を
考
え
る
と

一
枚
の
板
に
彫
っ
た
ほ
う
が
東
洋
で

は
手
っ
と
り
早
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

活
版
は
こ
の
よ
う
に
し
て
西
洋
で

発
達
し
、
優
れ
た
材
料
・
シ
ス
テ
ム

・
印
刷
機
を
持
っ
て
東
洋
に
渡
来

し
、
従
来
の
東
洋
流
印
刷
術
を
駆
逐

し
て
文
字
印
刷
の
活
版
時
代
を
作
り

あ
げ
た
。

印
刷
速
度
を
あ
げ
る
た
め
に
は
平

面
に
作
ら
れ
た
活
字
面
を
一
枚
の
曲

面
と
し
、
こ
れ
を
輪
転
機
に
取
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
た
め
に
は
鋳
造
設
術
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
が

一
九
六
○
年
代
に
は
こ
の
よ
う
な
版
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

成
型
に
よ
っ
て
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
感
光
性

樹
脂
の
発
展
は
、
文
字
や
絵
を
印
刷
物
と
同
じ
形
に
配
列

し
た
ネ
ガ
を
焼
き
つ
け
て
現
像
し
、
精
度
よ
く
、
簡
単
に

版
椣
様
の
凹
凸
を
作
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
こ
の
よ
う

な
版
は
両
面
接
着
テ
ー
プ
で
印
刷
機
の
版
胴
に
貼
り
つ
け

て
簡
単
に
印
刷
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
使
用
す
る
写
真
製
版
の
原
稿
は
文
字
の
ネ
ガ
を

集
め
た
文
字
盤
を
、
レ
ン
ズ
を
通
し
て
印
画
紙
上
に
次
々

に
雛
光
、
配
列
し
て
い
く
写
真
植
字
機
を
通
し
て
作
ら
れ

つ
毎
。

こ
の
方
法
で
は
レ
ン
ズ
に
よ
っ
て
一
つ
の
文
字
盤
か
ら

大
小
の
文
字
・
長
体
・
扁
平
体
・
斜
体
等
を
作
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
各
大
き
さ
に
応
じ
た
膨
大
な
活
字
お
よ
び

そ
の
付
属
材
料
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
必
要
が
な
い
。
ま
た
後

に
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
方
式
で
は
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
が
で

き
る
か
ら
、
印
刷
速
度
は
活
版
機
の
三
’
四
倍
に
達
す
る

の
で
コ
ス
ト
は
安
価
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
活
版
は
大
幅
に
後
退
し
て
、
関
連
機

器
も
次
々
に
製
造
が
中
止
さ
れ
、
規
模
の
縮
小
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
は
繰
り
返
す
と
い
う
が
、
文
字
の
印
刷
も
、
六
世

紀
の
ブ
ロ
ッ
ク
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
始
ま
り
、
十
五
世
紀

か
ら
は
活
版
の
時
代
と
な
り
、
そ
し
て
二
十
世
紀
後
半
の

今
日
再
び
ブ
ロ
ッ
ク
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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定
か
で
は
な
い
が
十
数
年
以
前
に
、
紙
の
約
七
十
パ
ー

セ
ン
ト
は
印
刷
加
工
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
事
を
新
聞
紙

上
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
紙
と
印
刷
は
縁
が

深
い
。
紙
は
森
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
で
一
見
関
係

の
な
い
よ
う
な
林
業
技
術
の
本
に
印
刷
の
話
を
書
か
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

紙
や
イ
ン
キ
が
な
け
れ
ば
印
刷
は
で
き
な
い
わ
け
で
、

印
刷
の
技
術
史
の
最
初
の
部
分
は
書
写
材
料
の
歴
史
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
人
間
が
記
録
を
残
す
た
め
に
ど
の
よ
う
に

環
境
に
応
じ
て
工
夫
を
し
て
き
た
か
が
う
か
が
え
て
而
白

い
。

エ
ジ
プ
ト
人
は
日
本
の
河
原
に
す
す
き
が
あ
る
よ
う
に

当
時
ナ
イ
ル
河
畔
に
密
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
パ
ピ
ル
ス

の
茎
を
裂
い
て
縦
横
に
並
べ
、
一
見
、
紙
と
た
た
み
お
も

て
の
中
間
の
よ
う
な
ベ
ー
ジ
ュ
の
パ
ピ
ラ
ス
を
作
っ
た

し
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
で
は
日
干
し
レ
ン
ガ
の
お
国
柄
で
粘
土

に
葦
を
切
っ
て
作
っ
た
も
の
を
押
し
つ
け
て
換
形
文
字
を

印
し
た
。

版
を
紙
に
押
圧
す
る
印
刷
と
同
様
に
、
押
し
つ
け
て
模

様
を
作
る
（
書
く
の
で
は
な
い
）
と
こ
ろ
か
ら
、
今
日
の

輪
転
機
の
祖
形
が
偶
然
こ
こ
に
見
え
て
い
る
。
形
象
を
刻

ん
だ
指
輪
が
こ
れ
で
、
柔
ら
か
い
粘
土
上
に
転
が
す
と
連

②
印
刷
の
は
な
じ
●

１
ブ
ロ
ッ
ク
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ

続
模
様
の
サ
イ
ン
が
で
き
る
。

西
ア
ジ
ア
で
生
ま
れ
た
パ
ー
チ
メ
ン
ト
（
羊
皮
紙
）
も

羊
を
飼
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

さ
い
り
ん

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
察
倫
が
改
良
し

て
実
用
の
域
に
持
っ
て
き
た
と
い
う
紙
は
、
布
に
似
て
い

る
と
は
い
う
も
の
の
材
料
と
製
品
が
全
く
変
わ
っ
た
形
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
簸
初
は
ど
ん
な
背
景
か
ら
考
案
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
池
と
か
容
器
の
底
に
た
ま
っ

た
ご
み
を
掃
除
の
時
に
す
く
っ
て
石
の
上
に
で
も
捨
て
て

お
い
た
ら
、
海
苔
を
作
る
時
の
よ
う
に
一
枚
の
「
紙
の
よ

う
な
も
の
」
で
も
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
紙
が
生
ま
れ
る
と
凹
刻
し
た
石
碑
の
面
に

ぬ
ら
し
た
紙
を
乗
せ
、
た
た
い
て
文
字
の
部
分
を
凹
ま

せ
、
乾
か
し
た
後
に
蝶
を
つ
け
た
布
で
上
を
拭
い
て
碑
面

を
写
し
取
る
石
拓
が
、
印
刷
の
最
初
と
な
る
。
碑
間
に
直

接
銀
を
つ
け
て
紙
を
置
い
た
の
で
は
、
印
刷
さ
れ
た
文
字

は
逆
向
き
と
な
る
。
石
拓
の
方
法
な
ら
、
文
字
は
我
々
が

通
常
見
て
い
る
も
の
と
白
黒
が
逆
、
す
な
わ
ち
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
に
な
る
が
、
文
字
の
向
き
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
と
な
る
。
こ

こ
ま
で
く
れ
ば
、
逆
向
き
に
凸
状
の
版
を
彫
っ
て
印
刷
す

る
発
想
は
容
易
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
は
こ
の
よ
う
に
印
刷
発
祥
の
地
で
あ
る
が
、
年
代

Ｔ
典
大
学
撒
師

く
に
し
た
つ
お

国
司
龍
郎

（
砿
学
部
阿
像
応
川
工
学
科
）

図
１
朝
鮮
銅
活
字
（
灘
悶
古
印
刷
文
化
展
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
よ
り
）

の
明
ら
か
な
（
七
六
四
年
）
現
存
す
る
世
界
最
古
の
印
刷

物
は
日
本
に
あ
る
百
万
塔
陀
羅
尼
で
あ
る
（
注
”
近
年
慶

州
仏
国
寺
釈
迦
塔
修
理
の
際
発
見
さ
れ
た
経
典
が
七
五
一

年
の
印
刷
で
最
古
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
）
。

最
初
の
こ
ろ
一
枚
の
板
に
彫
っ
た
版
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ロ
ッ
ク
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
文
字

印
刷
の
技
法
に
や
が
て
素
焼
き
の
活
字
（
中
国
の
膠
泥
活

字
一
○
四
一
年
）
、
高
麗
の
銅
活
字
（
一
二
三
○
年
）
、
中

国
の
木
活
字
（
一
三
二
一
年
）
が
出
現
し
て
く
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
平
た
い
活
字
で
密
蝋
な
ど
に
差
し
込
ん
で

固
定
し
て
組
版
を
し
て
い
る
（
後
に
は
精
度
が
上
が
っ
て
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物語･林政史 ’

第29話その1

対談(戦時林政）
ず合格占ガｽが臭ったがまは‘､､、

－需給逼迫から始まった薪炭統制

A木材はこのくらいにして薪炭に移ろうよ。

Bそうしましょう。ところで，薪は3年ほどず

れて18年から木炭とほとんど同じ統制上の取り

扱いとなりますが，以前は行政の対象ですらな

く，戦争激化で統制物資として浮かび上がった新

参者と総括できますから,繕羨を避けて主に木炭
に焦点をあててはどうでしょう。

Aそれでいいだろう。統制の初動の事情が木材

と木炭では非常に違っていることは先に話した

が，本番になってからも大いに違っているね。

Bそこで伺いたいんですが，統制経済行政とし

て先輩が採点比較をしたらどうなりますか。

Aそんなことをして僕自身が採点されるおそれ

をかまわずに言えば，木材は40点，木炭は65点

というところかな。

Bなるほど。統制機構の完成した姿で見るなら

ば,木材は日木社と道府県ごとの地木社以外には，

製材業者も販売業者もいなくなって流通の一元化

をとげたんですから満点かもしれませんが，なぜ

そんなことまでしなければならなかったのか，説

明のつかないところが歴史的評価のうえで致命的

ですね。40点はまだ甘いんじゃないですか。

Aでも，軍の要求を満たしたという採点があっ

ていいだろう。

B木炭は，最後は産地の自場流通まで含めて全

量政府買上というややオーバーぎみの態勢にはな

りましたが，集荷と配給はそれぞれ在来の業者の

組合を活用したから，理論的には不徹底な形だっ

たかもしれませんが，まずは程々の姿でおさまっ

たこと。それと，統制機構の整わなかった14年
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手束平三郎
（林政総合調燕研究所理事長）

じゃっきひっぱく

に社会不安を惹起しそうな需給逼迫があったのに

15年の政府事業の初動でこれを切り抜け，16年

以後はしだいに減産したにかかわらず配給制度に

よって混乱を防止できた点で評価したいんです。

Aいい着眼だ。僕が勤務していた15年は，政

府買入れと売渡しのための大生産地・大消費地の

木炭事務所開設，木炭規格の簡素化，公定価格の

改訂整備，増産奨励措置など大わらわで取り組ん

だ。下っ端でも帰宅は深夜が常態だった｡7月に

は林政課から木炭課が独立し,10月には第1課，

第2課に膨らんだ。冬になって前年のような混乱

を再び繰り返せば山林局の責任問題は必至だった

から懸命の策を講じたわけだが,11月ごろから大

消費地への政府木炭入荷がしだいに順調になり，

年の暮れには安泰の見通しが立って一息ついた。

おかげでボーナスも多かった。何でも初動はとか

くギクシャクするものだが，政府買上と放出の仕

事初めはほんとにうまくいった。この年度の木炭

生産量が294万トンで，戦前戦後を通じて最大だ

ったとはいえ,木炭罰謹といわれた前年に比べて
3.3％の増なのだから，集荷と配給面の施策の効

果があったと見ていいだろう。

B続いてその後,16年度は271万トン,17年度

261万トン，18年度217万トン，19年度190万

トンと労力不足による漸減が続いたのに大きな混

乱を起こさなかったのは，まさに乏しきを分かつ

配給制度の実が上がったからであって，それこそ

統制経済の本旨でしょう。ところで全体としての

評価はこれぐらいにして，木炭統制の中核を構成

した政府買入制は14年の暮れごろの時点で急き

▼一◆■や虫 ■可■宇一
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”評．鍔、、稲畷

ょ決断され，木炭需給調節特別会計法案と予算案

とが準備されたようですが，その時の事情は文献

になくてよくわからないんです。やはり蓮池林政

課長の発想ですか。

Aこれは田中局長・蓮池課長に加え，10年に

茨城県から来て林政課の木炭主任になっていた南

時次技師（大正6年，鹿児島高農卒）の3人が推進

トリオでやった。木材の田中・蓮池・桑田とよく

似た組み合わせだが，政府貿入の発想となると，

それは単線じゃない。農林省には大正以来米穀需

給調節特別会計があって,生産地で曲粂談に政府
が米を買い付けて備蓄し，これを適時放出して需

給と価絡の調節をやっていたから，木炭について

も夏に生産地で政府が買って消費地で備蓄し，冬

に放出すれば調節がうまくいくのじやないかとい

う着想は何となしに部内にはあったわけだ。とこ

ろが官行製炭といって，国有林では明治以来直営

による木炭生産の経験があったが，値段の割りに

かさが大きく，包装もコンパクトじゃないから，

やかましい官庁会計で物品としての出し入れを取

り扱うのは事めんどうで，作ったらいち早く現地

で売り払ってしまうのが長年の経験で賢明な処理

方法とされていた。事実，米俵と炭俵の1俵の大

きさは同じぐらいだが米は重量60kgで産地価格

20円ぐらいに対し，炭は15kg1.5円ぐらい，

また米俵からは米粒がもれないのが原則だが，炭

俵からは多少炭片がもれてあたり前である。長く

保管すれば改装が必要になって減量する。そんな

ことで従来経緯を知る技術官には政府買入れに対

する消極的な意見が一般であった。南技師ももと

は東京大林区署管内で官行製炭に従事し，その辺

の事情はよくわかっていたから，木炭配給統制規

制（昭14.12.19農林省令）をベースに業界団体に備

蓄保管をさせて政府が利子補給する案を出し，蓮

池もそれでいこうとして予算折衝にもとりかかつ‘

ていた。

ところが14年の秋口から雌地消費地を通じて，

33

もの力、たりりA多せいし ’

買だめ売惜しみなど，需給混乱の傾|句が発生し，

冬に入って深刻な事態となった｡9.18物価停止令

後の11月，そうそうの間に定めた初めての公定

価格（漫林，商工共同省令）の不手際も影響したら

しい。東京では，木炭が入荷すると夜間に炭泥棒

が職行する。瞥察に警戒を戦むには夜勤用の木炭

配給が必要だが，ヤミ価格では違反になるから皆

しりごみする。官公立の病院は木炭が買えない，

わずかな家庭配給を風呂敷で取りに行くと紙袋に

しろといわれる，といったあんばいだった。

こんな状況が進行するにつれて，方針がグラツ

イた。なまはんかな措置ではだめなんじゃない

か。おそらく14年の冬はもう手遅れだろう。混

乱の責めは甘んじて受けると覚悟しても，二度と

これを繰り返すことは絶対に避けねばならない。

そのためには，単なる指導や助成では自信がもて

ない。是非とも政府が現物を保有して需給調整の

実力を備えることだ。出直して，政府買上，輸

送，払下げの線を検討しようということになっ

た。些末な官庁物品としての取扱上の難点などは

この際問題にしないで，あとから工夫すればよい

と，蓮池・南の意見が一致し，田中局長も同意し

て一路対外折衝にあたることになった。

おりから東京の木炭不足さわぎをまのあたりに

していたこともあり，木炭事務所という現場機織

設置を含めて話がスラスラ運んだわけだ。この辺

の事情は僕が15年の春入省したころ，まだ生々

しい出来事として，同じ木炭係の吉田至一技手

（昭4，岐阜高腿，後，森林開発公団岐阜出張所長）

その他からよくIIMいた話だ。理屈より現実で木材

のような商工省とのトラブルは何もなかった。

Bそれじゃあ，特別会計機構作りは，落着くと

ころに落着いたわけで木材検査機構作りほど個性

度が高くないようですね。強いて言えば技術的に

はめんどうでも官庁会計で木炭の保管と売買を実

施しようという内部的な決断があったということ

ですか。

林業技術No.5171985,．4
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｜物語林政史

Aまあそうだけれど，君の戦時の研究はいずれ

戦後の後始末まで行って完結するんだろう。当時

その点は後回しとされた物品としての木炭の出納

処理問題は，その後24年7月の買入停止後に一

挙に吹き出した大赤字やいわゆるカラス木炭の間

越の原点をなしているわけだから，忘れないよう

にね。

Bあえて棚卸し照合には目を閉じて増産や配給

確保の手を打ったということですか。

Aそうだ｡15年の夏，営林局・署から選ばれて

任命された木炭事務所長連が木炭課に集まってき

たとき，産地から消費地に輸送する数量チェック

の責任の所在，乱俵改装処理方法などについて山

林局指示のあいまいさを非難がましく話し合って

いるのを僕は機で聞いて，“これから我々の戦争
た

が始まろうというのに，年輩の役人たちは何で弾
ま

丸の数勘定をどうするかみたいなことをやかまし

く言うんだろう”と感じたことだった。ところが

あに図らんや10年後に，自分が所長として賀上

事業停止後の現場の幕引きをする立場になったと

き，一般会計から特別会計に補填した50数億円

は長年の不当，不正の累蔽のようにマスコミに言

いはやされて，検査・監査などはまだしも検察捜

査の重点対象に浮かび上がって突っつきまわされ

た。ここに及んで，なるほど戦争が終われば弾丸

の員数合わせのほうに一般の関心が向くというこ

とをいやと言うほど思い知らされたよ。

Bではそこにも気をつけることにしましょう。

さて，「木炭需給調節特別会計法案」が15年の

第15回帝国議会に上程されたとき，東京の木炭

同業組合は反対の歎願書を出していますね。

Aあれは反対というよりは，従来からの農林櫛

うかがえる。

Lー ご罰

’

の産業組合系統に傾斜した姿勢への牽制だった。

集荷や販売の実力競争ならいとわないが，政府の

買入れや払下げの和手として差別されては大変と

いう危擬感の現れだよ。結局政府事業を始めて

も，従来の集荷販売の業態そのものに手を入れる

つもりはないという政府答弁を，松尾四郎・高田

転平らの議員を動かして確認したわけだ。

B法案を通すにはそれを明言しなければならな

かったと思いますが，産業組合系統優先を措置し

たいという下心はなかったのでしょうか。

Aなかったとは言えまいね。山林局というより

は，全省的な立場でね。しかし，統制にひっかけ

てそれをするのはフェアじゃないし，第一そんな

ことでガメッて商業資本系と産業組合系との角突

合を激化させたら，肝心の需給調整がおぼつかな

くなってしまうから，ひっこめざるを得なかった

ろう。農村厚生運動以来，産業組合の振興は農林

省のi総誓ったが,これに対抗する商業系の反産
連動もきわめて激しいものがあったからね。

B物資の統制を遂行するとなれば，政府にはい

わゆる担手問題とは異なった次元の立場への移行

が求められることになったものと解していいんで

しょうか。

Aそうかもしれないね。

B結局このような審議で特別会計法案は成立し
ガス

ましたが，いっしょに上程された「日本瓦斯用木

炭統制会社法案」は流れてしまいましたね。
●●●

Aあれはあて馬だったという人もいるけれど，

流されると決まったときの蓮池と南の落胆蕊りを

僕は|酬いているから，そうとは思えない。

B私にはガス用木炭を巡る一件は始めからウサ

ン臭いんです。－第29話続く－

注1：昭和14年から15年にかけての

木炭需給混乱については，14年11月1

日付東京薪炭卸商蕊組合常務理事角田雌

治郎名，東京IIr内各驚察署長宛「木炭不

足と帝都の治安維持に関する卑見送付の
件」という文撫がrIヨ本木炭史』にあ
り，また第15同帝鬮議会議事録からも

注2：木炭の政府買入れに伴う現品出
納の不突合については，拙璃『カラス木
炭』，随想『森林』誌昭和57年1月号，
土井林学擬典会がある。

注3:11日和15年7月，初めて設髄さ

れた木炭醐務所は，盛岡・仙台・福島．

東京・職浜・長野・名古屋･大阪・松江

・広島・福岡・長崎の12カ所であった。

注4：普通薪は18年に政府買上げ対
象となり，木炭と同棟の磯椛による統制
~ドに入った。

林業技術No.5171985.4
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林業関係行事一覧（4月）

事業推進協議会。織文，作文，図画の募災（発表10月）

東〃〔・口比谷公閥。腱休水産省・林野庁・国土緑推・日本緑化セ

術尾山国有林｡挫林水産省・林野庁q記念の嫌造成の式典及び櫛樹

八王子市浅川実験林｡一般(27日)と親子聯林教室(28日)｡刷土緑推

東京大学工学部会場。伽立30周年記念大会

北海道大学農学部。総会，林学賞受賞者記念識演，会員研究発災

日本木材学会記念講波会。東京・私学会館

鬮隙文化会館・ウェアハウザー財団。東京・国際文化会鯨蝋堂

9口一環境保全と森林登源の有効利用,10日一環境保全と森林斑

源

林業試験場(筑波学閲都市)。場内展示，施没等の一般公開

北海道林野火災予消防対簸協議会｡全道一｢ﾘ｡林野火災の発生予防

青森県・青森営林局共催。青森市新町通り

科学技術週間一般公開

北海道林野火災予防運動

W縛諜識潔.レー
林野火災防止強化期間

仁別自然体誕林の開園

緑のプレゼント

その他

北海道営林局

青森営林局

秋田営林局
〃

〃

4．18

4．1～6．30

4．26

4月上旬～6月上旬

4.29～11月上旬

4月上旬

前橋営林局緑化木即売会 4．14

東
能
局
局
逆
県
県

林
林
営
営
〃
海
森
田
〃

京
本

記念の森，値臘祭

菊池渓谷山開き

傾山山開き

北海道林野火災予防運動

苗木配布と緑の相談所開設

山火事予防述勤

苗木頒布会

０

３
０
１
［
。

’●

３
３
２

姿
ｑ
日
忽
＆
４

１

－
－
５
－
－

６
６
９
１
－
１
３

２
１
２
１

４
４
４
４
４
４
４

北
青
秋

富
山

国際森林年記念植樹式

緑のふるさとキャンペーン

緑のプレゼント

月
月
ｍ
５

圃
刈
一
一

４
４
４

城
形
〃

県
県

4上旬～6月

4．5～4．7

4．11～4．24

4．25

4．26

4‘18

茨
栃
城
木
〃
〃
〃
馬

県国際森林年キャンペーン

県みどりの展示会

家庭緑化用記念鮒木配布会

栃木県植樹祭

みどりの音楽会

県緑化苗木街頭配布会群

千蕊蠅|鱒蝋月I間
" 4．26

4～5月

都東京都山の植樹衆

県緑化苗木市の開催

佐渡地方植樹祭

県富山県植樹祭

東
新

4.18

4.20～4．21

4．23

4．25

尿
潟
〃
山富

石
編

県チラシ等による啓もう普及

県緑化大会

緑化強調通勤

県緑の甚金づくり巡動

4ﾉj

4～5月

4月

4脚

川
井
〃
野長
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区 分行甑名

長野県苗木の頒布会

岐阜県岐阜県苗木まつり

愛知県愛知県緑化搬進大会

三重県緑化推進県民大会

主催団体・会場・行事内容等

主他団体は同上。謨庭緑化の推進を図るため，苗木を頒布

緑化木の無償配布・緑化相談・緑化木の廉価販売

愛知県．刈谷市・愛知県緑推。刈谷市狩野公園

県・地元市町村・緑推共催により，緑化推進決議，記念植樹，表

彰等

春秋の2回，緑推・地元市町村共催で実施する

府民が散策礒林浴)を楽しめる森の盤術(1カ所),森林浴のでき

る場所(50カ所)細介冊子の作成

パネル・ポスター聯により国際森林年の意雛をPRする

市町村。国際森林年の記念事業の一環として，市町村が制定した

樹木を持ち寄り記念植樹を行う(50市町村）

「わかとり国体」の開雌記念として実施，副テーマとして国際森

林年のPR

大束町において造林推進大会を開催し，国I際森林年を記念する決

議を行う

自治会・PTA等。県内22カ所で3,000本の苗木配布，苗木代

の助成等

県・坂町・県緑推。活力ある森林の造成と緑化思想の高揚を図る

山口県緑推。県下全域。械樹祭，地域緑化の推進

山口県緑推。県下6地域。1地域100名程度募集し，森林の知識

研修・見学体験・森林浴，レク等

山口県．由宇町・山口県緑推。由宇町銭壷山

高知県緑推・県森述．県林試。記念植樹ほか

水と緑の豊かな県土づくりを推進するため植樹祭を行う，併せて

森林浴を楽しむ

大分県。蒲江町仙嫡公圃。緑の重要性の啓もう

期間

4月

4月III下旬

4．27

4月

都臘|麓灘M
〃 4．10

4～3月
一二

承

大阪府大阪府植樹祭

和歌山県植物公園，緑化センター内
における市町村の森造成

鳥取県鳥取県植樹祭，緑化苗木配
布会

島根県造林推進大会および植樹祭

4．6

4～3月

4月

4月下旬

4．4広島県｜苗木の配布会

〃 春の植樹祭4月下旬

山ロ県春季県土緑化推進運動3．1～4.30

鯉蒙識鯉嬢殿‘!~4.1。
〃

い」
〃 山口県植樹祭4．18

高知県国際森林年記念事業「緑の4．28
日」

福岡県福岡県植樹祭4月

大分県大分県植樹祭 4．17

林 業関係行事一覧（5月）

区分

国際森林年

行説名

第36回今詞植樹祭

期間

5．12

主催団体・会場・行噸内容等

国土緑化推進委員会・熊本県。阿蘇郡阿蘇町。天皇皇后両陛下，

衆畿院溌長，農林水産大臣出席。国土緑化思想の普及等のため植

樹式典，林業展示等。FAO事務局長のメッセージ

東京・代々木公園。林野庁・森林の市実行委。森林・林業の国民

への理解を深めるためのフェスティバル。展示，産物即売，ショ

ー等

日林協会議室

東京腿林年金会館

日林協会議室

旭川営林署

旭川営林支局・旭川林窓会。外国樹菰見本林

旭川近郊国有林

北見市一番街。市民先塘1,0"名に苗木配布

常呂郡端野町オホーツクの森で植樹及び緑の教室

秋田県。山形県内の各1カ所で実施。管内官公庁，報道関係者，

緑の少年団ほか及び局珊OB参加

秋、営林局・秋田魁新報社。秋田署管内。一般応募の婦人150人

が参加し，植樹等を行い，緑への認識を深める

名古屋営林局長。段戸国有林。記念式典，記念植樹，タイムカプ

セルの埋設，天然林での森林浴嘩術参考林，東海自然歩道)，

みどりの少年団等を招待する

大阪局・神戸署共側。宝塚自然休謎林。森林浴のできる桜の名所

づくり

〃 第2回森林（もり）の市5.18～19

日林協総会関係
〃

〃

旭川営林支局
〃

〃

北見営林支局
〃

秋田営林局

第31回林業技術コンテスト

第40回日林協総会

日.休協支部幹事打合会

北方野草園開園

林窓会育樹祭

植樹祭

苗木の配布会

植濁祭
植樹祭

雨
両
蜘
楠
輌

汐
釦
副
１
月
月
月
月
月

ａ
乱
ａ
ａ
５
５
５
５
５

〃 第12回女性みどりの集い5月下旬

名古屋営林局国際森林年記念植樹祭5．22

大阪鶯継属|繊鍔
5．19

林業技術No.5171585．4
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行事名’
第36回全国植樹祭

粗母山山開き

北海道植樹祭

苗木配布会

青森県植樹祭

区分

熊本営林局
〃

北海道
〃

青森県

主催団体・会場・行事内容等

国土緑化推進委員会・熊本県。阿蘇町

竹田市。粗母山山頂。神或による安全祈願

記念植樹

札幌市民対象

青森県緑推・平賀町。広範な人々の参加，国際青年年にちなみ特
に青年の職種的参加を図る

県民の緑化に対する理解と認識を高め，林業の発展と魅力ある生

活環境を碓保する

秋田県緑推・西木村。西木村潟削山森林公園

県植樹祭(1カ所),地区植樹祭(6カ所)。緑豊かな郷土づくり運
動の高勘

日本野鳥の会・日本鳥類保護連盟の茨城支部。一般市民を対象に
行う

県民の森。林業後継者等若い世代を中心に記念植樹及び交流会

栃木県・栃木県緑推。宇都宮市内

同上。宇都宮市内外7会場

品評会会長(知事)。群馬県民会館｡展示と即売,きのこ類栽培相談

埼玉県緑推・大滝村。大滝村三鎌。式典，植樹

緑化功労者表彰，みどりの少年団結団式，大会宣言，記念植樹等

森林や林業の理解を深めるため，一般市民を対象に実施する

大連市において，桜その他広難樹の前木約500本記念植樹する

山梨県・山梨県緑推。早川町中学。植樹祭ほか

長野県・長野営林局・松本市。長野県緑の基金

記念植樹，緑化功労者・造林コンクール表彰，森林愛護少年団へ

の団族授与

静岡県緑推・静岡県・引佐町。引佐湖岸

各県事務所ごとにそれぞれ笹聴地域で記念植樹等を実施する

母と子に体験を通じ，森林・林業の認識を深める

国際森林年を記念し，大阪府新入職員を対象に記念植樹を行う

兵庫県緑推・兵庫県･三原町・淡蹄地域整備推進委員会。植樹，

表彰，苗木展示即売会等

21世紀の疎管理財団・山口市・旭村。青少年を対象に21･世紀の森

の中の植物や野鳥を観察し，自然に親しみながら，植物や野鳥の

名前を知る

山口県･市町村｡県下全域｡自守防除の普及啓もう,督励,緑の教室

山口県椎郵艇業協組。山口市民会館。乾椎茸品評会，ほだ場管理

技術競技会，洲演会，椎茸花道展

国際宵年年および国連婦人1O'年の股終年にあたり，背年婦人を対

象に行う

国際森林年を記念し森林・林業に関する記念講演および野鳥観察

福岡県緑の日を普及推進するた砂，緑の少年団を中心に実施する

熊本県・全国林業研究グループ逃絡協議会。小国町山村開発セン

ター学習の災い，熊本県優良材記念市視察，交歓の夕べ

国土緑化推進委員会，熊本県。阿蘇みんなの森，天皇皇后両陛下

による植樹式典

岩手県｜岩手県鑪樹祭 5月

秋
山 :|耀植霊織
田
形

5．21

5～6月

茨城県 森林浴とバードウォッチン
グ

国際森林年記念植樹

緑の講演会

闘芸教室

第36回群馬県乾椛蝉品評会

埼玉県植樹祭

第36回千葉県郷土録化県民
大会

5月中旬

栃木県

〃

〃

群馬県

埼玉県

千葉県

神奈川県

富山県

山梨県

長野県

岐阜県

０３－

妬
調
、
塑
塑
月

ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
５

5月

5月上旬

灘遼寧省に｢窟11.Iの剛
山梨県植樹祭

長野県植樹祭

岐阜県みどりの祭り

5．24

5．30

5月下旬

静岡県第36回静岡県中央植樹祭5．22

愛知県地域植樹式4～5月

京都府母と子の緑の教室5～6月

大阪府關際森林年記念新入職員植5月
兵庫県兵庫県緑化大会5．8

山ロ県チビッコフェスティバル5.18|～19

松の緑を守る県民運動

第31回山口県乾椎郵品評会

5.21～6．20

5月~F旬

″
″

5月下旬

5月上旬

5．3

5．11

徳島県剛際森林年記念シンポジウ
ム

愛媛県国際森林年記念
野鳥ふれあいの娘い

福岡県福岡県みどりの日

熊本県第14向全闘林業綾継者大会

〃 鯛36回全国械樹祭 5．12

本誌4月号から『林業関係行事』の紹介棚を新設いたしました。毎号，発行月と翌月分の2カ月の行事を紹介して
まいります。今年はあたかも国際森林年にあたり，これにちなんで全国でいろいろな行事が計画されております。本

欄が関係業務等におきまして悩報収集の一端としてご利用いただければ幸磯です。

なお，充実した内容とするため営林(支)局，都道府県等の行事については，本会支部幹覗の方々に，とりまとめを
お願いいたしておりますので，関係筋での情報は，支部幹事にお寄せ下さい。また林業団体，学術団体等での行獅に
つきましては，直接，本会編築部あてに情報をお寄せ下さいますようご協力のほどお願いいたします。

林業技術No.5171985．4
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1．国際森林年グリーンフェスティ

バル（10月）

ア国際森林年記念シンポジウム

「明日の地球を守る豊かな森林づく

り」

海外から森林・林業関係者をパネ

リストとして東京に招く

イ．森林・林業展「フォレスボ

'85」

世界の漁林，日木の森林などのパ

ネル展示を代々木公園（東京）で行

う

ウ．論文等の募集

論文：テーマ｢2'世紀の森林・林業

の役割」

作文：テーマ「森林と私達の生活」

｢森林．林業の体験記」小・中・高

校生，また図画募集も行い，フェス

ティバル期間中に入選発表を行う

2．国際森林年記念の森

農材鵜

記念の森づくり，論文募集など

国際森林年推進会議の初会合
ると同時に海外に木材需要の過半を

依存している状況から，熱帯林など

世界の森林間鼬に大きな関心を払う

べき立場にあることから，国際森林

年に積極的に取り組むことが確認さ

れた。

このため，①森林・林業につい

て広く国民の理解を深める，②背

少年が森林の造成に参画する機会を

設ける，③国際交流を行う，の3

点について亜点的に進めていくこと

とされ，記念事業の概要は次のとお

りである。

3月8日，腿林水産大臣の招集に

よる，宮艮合同のI渕際森林年推進会

議が開かれ，座長には徳川宗敬氏

（国上緑化推進委員会理事長）が選

ばれた。

会議では，①国民のみどりに対

する関心は高まっているが，木材需

要の低迷など森林・林業は苦況にあ

り，広く国民の理解を得て森林の保

全・造成に努めていくことが課題と

なっていること，②また，国際的

な立場からみるとわが国は1千万l'a

の人工林を有する林業の先進国であ

－1

瀧議鶏灘濃蕊灘薙霧譲
国産材時代に向けた

林業経営の推進
林業経営条件等の推移598

石油石炭
同製品値格

600

指500
400

300

数200

100

0

1(48*=100)

最近10年間(48～58年)の林業経

営を取り巻く環境の変化をみると，

木材価格は10年前とほぼ同水準に

とどまっているのに対し，労賃や苗

木代は2～3倍に増加している。

こうした中で，林家（保有規模5

~500ham)1戸当たりの林業所得

をみると，過去最高を示した54年

度以降年々減少傾向で推移してきて

いる。58年度の林業所得は，林業粗

収益が前年度に比べ7％減少した

が，それ以上に林業経営費が減少し

た(対前年度比15％減)ため，29万

3,000円と前年度並となった。これ

は54年の7割の水準である。また，

投下労働趾も減少傾向にあり，58年

度は前年度の8割となっている。

33
苗木代

造称手賃金(男）

111山元立木価格I
98スギ中丸太

鮪
一
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溢料：日本不動産研究所

「山林素地及びl11元立
木価格調｣，膿林水産省

「木材価絡調姦」腿村
物価指数」「林家経済棚

遜｣，日本銀行「卸売物

価指数｣，林野庁業務黄
料
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皿 輯

、
〃
』

一
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三
一
三

ⅡⅢⅢⅡ

ア．東京都下商尾山国有林で

180haの記念の森を3カ年計画で

進め，4月下旬の植樹には外交

官，留学生などを招待する

イ．都道府県では分収休聯を活

ﾊ1し3カ年で641脚の記念の森を

造成する

ウ．フィリピン等海外へ植樹ツ

アーを計画し記念の森を造成する

3．全国の中学校1万1千校に

「森林とみんなのくらし」のビ

デオ，副読本を配布する

これらの諸行事を進めていくこ

ととされ，同日の会雛には総理

府，環境庁，国土庁，文部省，外

務省の幹部も出席した。

事業経費は,募金目標額15千万

円，経常予算の活用も含め総額8

億円の規模となるもようである。
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一
一
一
一
一
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一
一
一
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諏訪神社の御柱

諏訪神社の御柱
長野県諏訪市にある諏訪神社の境

内に，御柱（おんばしら）がたって

いる(写真)。御柱は社殿の四隅に，

上社（かみしや)，下社（しもしや）

合計で8本たてられるが，いちばん

大きい御柱は長さ約17m,直径約

1mにも及ぶモミの大木である。東

俣国有林から伐採し，数千人の氏子

の奉仕によって曳行される。寅年と

巾年の7年目ごとに#II1殿が造営され

るが，同時に御神木として御柱も立

てられるのである。

「御小屋の山の樅の木は里へ下り

て神となる」と上社の脱明板に記さ

れている。4月には山111祭!,5月に

は里曳祭が行われ，山から延々25

kmの道程を，木やり歌に合わせて

運ぶのである。日本の三大奇祭のひ

とつとされている。

御柱を供給する東俣国有林では，

そのための特別な施薬を行ってき

た。大正11年には天然林47.7511a

を林業外地として施業制限し，御柱

材の生産がいつまでも続けられるよ

うにしたり，昭和6年には，ウラジ

ロモミが多く混生していて将来その三
三

縫成に適する17haを準林業地に定言
：＝

めたり，また，昭和17年にもウラミ
ニー

ジロモミ増殖の計画を立てたこと等言
＝

三
がそれである。＝

言

現在では約100haを御柱用材･の供三
＝

給地として区画し,次のような管理言
＝

＝

をしている。①適木は台帳に登録三
ニ

して保謹する，②搬出困難な場所三
＝

にある適木は，林道I)11設時に活用す言
＝
＝

る，③後継樹の肥大成長を促進さ三
＝

せる保育管理を行う，④地位，地三
＝

利の良好な場所に植込みをして，将三
巨

来は二段林施業を行う，等である旨
l＝

＝

（岩屋政昭，青木芳彦：地元の要請冒
！=

と森林計画の一例，森林計画研究会冒
＝
＝

会報,第233号，昭和53年4月)。三
＝

御柱は諏訪神社特有の神事で,諏昌
＝

訪明神,建御名方之神の御鎮座以来三
＝

長く続けられているという。御柱材冒
＝

の供給をとおして地元の人々と国有冒

林とのつながりも密であった。古く三
三

から続いている7年目ごとの造営を三
三

つつがなく行う国有林はこんな大事臺
呂＝

な役割も担っている。（筒井辿夫）三
三

このように，林業経営諸経費が増

加する中にあって林業所得が減少

し，林業経営は苦しくなってきてお

り，これがさらに林家の経営意欲を

失わせるという悪循環をもたらして

いる状況にある。

わが国の人工林は，今後，しだい

に伐期に到達することから,21世紀

には木材供給の主要な部分を国産材

で賄う「国産材時代」の到来が期待

されている。

現在の糾錐を取り巻く厳しい経営

環境を趣艮し，林業界の悲願である

「国産材時代」を現実のものとする

には，林業経営の採卿牲の悪化に対

応して経営コストを軽減することが

必要であり，このため，林道，作業

道など林内路網の盤illi,各種の林業

磯械，林業技術の開発，普及等によ

り，合理的，効率的な林業経営の推

進に努め，経営体質を強化していく

ことが重要となっている。
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のれん

て左手にあり，1間の'幅で暖雛が掛

かっており，中に入ると1間半幅の

土間で棚があり油槽が並べてある。

土間の右手は畳敷きの帳場になって

いる。

店の土間は，そのまま奥に通じて

建物の裏庭に抜けたいわゆる「通り

庭」である。そして，帳場に続いた

奥の座敷に面した土間の上が，3階

の天井まで吹き抜け柵造になってい

る。

この吹き抜け緋造が，3階建ての

家内に外光を取り入れる目的で造ら

れたことは明らかであるが，吹き抜

けにして採光しなければならなくな

った原因は，隣室と並ぶ外壁の1，

2階部分に窓がないことで，最上階

に高窓があって，ここから外光が屋

内に差し込んでいる。吹き抜けにし

て高窓にした理由は，おそらく盗難

防止と火事に対する用心から，低い

所に窓を造らなかったのであろう。

さらに，吹き抜けの造りを下から

見上げると2階部分に飾り絡子のあ

｢生活信条を生かした工夫」
しっくい

3階建てで，表構えは黒漆喰塗りの

外壁に，縦格子のはまった大きな窓

が各階同じように造られた，重厚で

大きい商店らしい外観を見せてい

る。

家の間口は約5間で，奥行はさら

に長く，細長い町屋によくある敷地

の形をしている。入口は家に向かつ

とう室つ

名古屋市にあった油屋「東松家」

の建物(明治34年建)は，重要文化

財に指定され，現在犬山市の明治村

に移築してある。建物は江戸期の趣

が残る明治期の商家の特徴を備えた

小
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光
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る
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巳

東松家の“吹き抜け椛造” り

画，森林経営，計画技術，林分施業

技術，資源と経済）にわたる80編

の論文から成る。予想に反して参加

者が135名と多く（うち外国人49

名：20カ国)，加えて大学，試験場

の研究者，行政高，林業会社，経営

の実務家と各臓にわたっていたため

に，本書は理論から実践までを含む

国際色豊かな森林経営のレポートと

なっている。特に，各国の森林計画

制度の現状と課題に関する報告，石

原，大桶，速水氏らによるわが国に

おける私有林経営の実態報告は，注

目に値するものと思われる。以下，

各部会ごとに簡臘に報告の概要を説

明する。

基調雛演は，鈴木太セ氏の減反率

モデルを軸とする計画理論と部会長

であるO.Griess氏（オーストリ

ア）の森林計画の歴史的考察と未来

展望から成っている。ここでは，林

業においては，「計画」という概念と

技術が根本的に重要であり，そのた

めの理論とデータベースづくりの必

要性が指摘されている。

第1と第2部会では，主として各

国の森林計画制度の現状と課題（ア

メリカ，日本，中国，オーストリ

ア，ニュージーランド等)，わが国

における私有林経営の実践例，およ

び多目的利用に関する森林計画のあ

り方が報告されている。森林の利用

に対する期待と制約は，いずれの国

においても急速に高まりつつあり，

その中で経済と公益のバランスのと

れた森林経営・管理をどのように進

めていくかは最重要課題である。

第3部会では，様々な計画手法

(LP,GP,MGP等の数理計画手法

とその問題点など)，コンピュータ

を利用したマッピング，データベー

ス，ネットワークの作成，リモート

Z刈弼寵

森林経営に関するユフ

ロ国際研究集会・同研
究論文編集委員会刊

研究論文集
A4判，上製812頁

定価20,000PJ(〒料込）

注文先：〒396長野県伊那局私密箱

1号信州大学農学部(八木緑）

(S02657-2-5255)

本普は，昨年の10月東京大学で

WII催された瞬林経営に関するユフ

ロ|矧隙研究集会」の研究報告をとり

まとめたものである。掲俄論文は，

2編の基調講演と5部会（森林計
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る板壁があり，白い屋内の内壁と

は異質の場を造って，しかも，吹

き抜けの空間に張り出した造り

で，違和感がある。ところが，こ

の板壁は建物の左側奥の茶室に通

じる廊下のためのもので，茶室へ

は2階のどの座敷も通らずに行け

る工夫がされている。当家の主人

は，商売の激しさの中で一刻の静

けさを求め，また，重要商談のた

めの客と懇談すべく，茶室を造っ

たのであろう。そのためには，家

内の日常性を隔絶することが必要

で，この廊下を工夫したのではあ

るまいか。

以上のように，この吹き抜け構

造の意味を考えると，商売を繁盛

させ，家を守るという「東松家」

の主人の生活信条が浮かび上がっ

てくる。この建物は，建主の生活

信条が施工者によって見事に生か

されており，そのような自由な施

工を可能にしたのは，木材という

加工が極めて容易な素材があった

からではなかろうか。

Irョ言言う”

森林エチケットの教育

最近では，特に緑の少ない都会に

住む人々は，森林浴や森林レクリエ

’一ションとして，あるいは58年に

制度化された分収育林の出資者とな

るなどして，緑とのふれあいを求め

楽しむようになり，一般の人々が森

林に入る機会も，また頻度も多くな

ってきたようである。

このように都会の人々が山村を訪

ね，森林に入るようになったこと

は，都会の人々に山村や森林・林業

の実情を理解し認識してもらい，い

ろいろな面で協力してもらうという

ためにはよい傾向であるとは思われ

る。しかしそれはまたそれなりに，

､問題がないとは言えないようだ。例

えば，

森林所有者のAさんは言う。

私のところでは，ふるさとの森休

づくりということで，都会に住む人

人に出資していただき，森林の分収

育林契約をしています。この契約で

は出資した都会の人々は，その家族

も含めて自由に森林に入り，山菜や

キノコ狩りなどを楽しんでもよいこ

とになっていますが，最近困ったこ

とには，道路もよくなったこともあ

りますが，出資者以外の人々までが

自動車で来て勝手に山に入り楽しん

で，あげくのはては弁当の残りやゴ

ミを捨てたり，タバコなどの後始末

もたよりなく，森林のよごれや山火

事が起こりはしないかと心配です。

また県庁林務課のBさんは言う。

ここの海岸保安林は，私が県庁に

入ったころから造成をはじめたもの

で，今ようやく立派に育ち，防潮・

防風・防砂効果も期待できるように

なりました。ところがこの保安林も

最近心ない人々のゴミ捨て場になっ

たり，風紀上や防犯上よろしくない

ということで，潅木や下草はきれい

に刈り払い，下枝は相当の高さまで

切り，間伐もして見通しがよくなる

ようにしてしまった。せっかく苦労

して育ててきた保安林が，こうした

ことで保安林としての効果がうすら

いでしまったことは残念です。

AさんやBさんのような話しは，

最近ではどこにもある話しではない

だろうか。私の住む近くの高尾山や

多摩湖|畔の森林でもよく見かけるこ

とである。

森林は所有者や管理者はいても，

都会のように塀やサクをしているわ

けではない。道路もよくなった最近

では，相当奥山まで人が入ってい

る。これからは都会の人々は心身の

憩いの場として，今以上に森林を求

めるようになると思う。心ない人の

ちょっとしたタバコの不始末など

で，何十年もかけて立派に育てた森

林が消滅するかもしれない。森林づ

くりへの参画やふれあいの呼びかけ

と併せ，森林はよごさない，荒らさ

ない，火には十分注意するなど，都

会に住む人々を対象とした，森林に

おけるエチケット教育がこれからは

今以上に必要ではないかと思う。

(S.S)

センシング技術等の研究例が紹介さ

れている。これらの研究には，各国

とも若手の有能な研究者，実践家が

かかわっており，これを機会に各国

間の有機的な研究と情報交換が進む

ものと思われる。

第4部会では，林分施業技術に関

する実践的研究，林分生長に関する

理論的研究が，主としてわが国の若

い研究者から報告されている。この

面についてのわが国の研究は世界的

に一流水準にあり，報告の意義は大

きいと考えられる。

第5部会では，各国の財政会計制

度，森林資源・環境管理の方法等，

資源・経済面を包括した土地・森林

利用の問題が報告されている。

なお，本書の主要論文は後日翻訳

され，まとめて森林計画研究会より

刊行される予定である。

（三重大学農学部・箕輪光博）

林業技術No.5171985.4
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針葉油のガソリン機関燃料とし

ての評価

国立・林試佐々木尚三ほか

日本林学会誌67－2

1985年2月p.67～71

ガソリン機関に植物油を使用する

実験としては，ユーカリ油やハッカ

油についてみられるが，ここでは，

スギ，ヒノキから抽出した針葉油を

ガソリン機関の燃料としての評価実

験を報告している。これらの針葉油

を用いた場合の性能や問題を明らか

にするために，燃料としての諸性状

を調べ，ガソリン機関に供試して負

荷性能試験および排気分析を行った

ものである。

その結果，スギ油およびヒノキ油

はその性状が灯油または軽油に近

く，空気過剰率を一致させることに

よって，ガソリンと同等の負荷性能

をもつことがわかった。問題点とし

ては，始動が困難であること，実在

ガムや重成分が多く含まれているこ

とである。特に，後者については，

吸排気系統各部にこう着などの障害

を起こすおそれがあるので，長時間

運転を行って確かめる必要がある。

パーティクルボードの耐久性

静大農斉藤藤市

木材工業No.456

1985年3月p.3～8

パーティクルポードは水分を吸収

すると，多かれ少なかれ，熱圧時に

受けた圧縮変形の一部が回復し，厚

林業技術No.51719854

さ方向のスプリングバックが生じ

る。スプリングバックに起因する小

片結合力の低下とボード描造の弛緩

はボード材質の劣化をもたらすた

め，パーティクルポードを構造用に

使用する場合十分注意を要する。

ここでは，パーティクルポードを

屋ﾀ曝露を含む過酷な条件で使用し

た場合に問題となる形状安定性，接

蒲性能を中心にパーティクルポード

の耐久性について解説している。

屋外暴露，乾燥温度60｡CのVP

SD処理下のUFボードの材質劣化

は，大部分が接着剤の機械的破壊に

起因する。パーティクルポードの接

着耐久性は，スプリングバックおよ

び接着剤に生ずる内部応力を軽減す

る接着剤，小片樹種，小片形状等の

組み合わせで改善されうる。

生材LVL製造の試み

北海道・林産試井村純夫ほか

林産試騨易月報No.397

1985年2月p.1～6

切削を容易にするために材が柔軟

であることが望ましいので，生単板

に直接撲着剤を塗布してLVLを製

造した。カラマツの辺材および心

材，ミズナラ，シラカバの4mm厚

ロータリー生単板をウレタン系接着

剤で接着した後，職圃而を縦突きス

ライサで切削した。その結果，

(1)カラマツ辺材では0.4～9mm

厚，同じく心材で0.4～7mm厚，

シラカバとミズナラでは0．2～3

mm厚にそれぞれ切削できた。

(2)幅方向の全収縮率は原木の半

径方向の全収縮率に近似した。

(3)表面厚さは切削厚さに比例し

て大きくなった。

(4)厚さ0.6mm以下の単板は，

湿式接着により天然木化粧合板の化

粧単板として使うことができた。ま

た，0.6～3mmの単板は,1類お

よび2類の3プライ合板の表裏単板

として使うことができた。

省エネルギーと歩留りを考慮する

と，生材LVLは薄い単板として建

築内装材や家具材の表面化粧用に使

うのが望ましいと老えられる。

スギ間伐材の用途開発(第2報）

－バンガローの設計と試作

富山・木材試中谷浩ほか

木材と技術No.60

1985年1月p.1～4

ポカスギ間伐材を利用し，スラン

トレッグタイプの2銭節山形ラーメ

ンによるバンガローを設計，製作し

た。その結果，

(1)鉛直荷重試験による1ラーメ

ン当たりの平均最大荷重は3,073

kgであった。実用に十分な強度を

有していると思われる。

(2)構造物の剛性については，短

期設計荷重(1,015kg)時のたわみ

が12mm程度であり，十分な剛性

を保持していると思われる。また，

幟荷重に対する剛性も実用上支障に

ならないと思われる。



(3)バンガローの総原材徴は約

225,000円であった。

造林地に生立した広葉樹の取扱

い(1)ウダイカンバが生立した造

林地

国立・北海道支場猪瀬光雄ほか

北方林業No.432

1985年3月p.1～4

トドマツ，カラマツ，アカエゾマ

ッの各造林地において生立したウタ′

イカンバの取扱いについて，造林木

がまだ優勢な時期とウダイカンパが

優勢になった時期について具体的に

その除伐方法が述べられている。

ウダイカンバを含めて広葉樹施薬

において大切なことは,ha当たり水

数をどのくらいにするかということ

よりも立て木となるような形質優良

木がha当たり何本あるかということ

である。したがって，広葉樹施業

は，単木に重点をおいて，形質の良

い立て木をなるべく早期に確定し，

これらの立て木が順調に生育できる

環境づくりを行う施業が必要と思わ

れる。

木質ボード類の耐久性向上技術

(1)接着剤混入法による防腐性能

の向上

京大木研角田邦夫

木材保存No.26

1985年1月P.32～39

接着剤混入法による主として合板

とパーティクルボードの防腐性能の

向上に関して，内外の既往の研究を

まとめ解説している。

合板，パーティクルボード，ファ

イバーボードの防腐処理には接着剤

混入法が最も合理的であり,①接着

剤の組成が変わるだけで，工程の変

化なしに行うことができ，したがっ

て，②作業面でのコスト高に結び

つくことはなく，さらに，③製造

上何らの時間的ロスがない，などの

利点がある。本法に用いる防腐剤に

は，接着剤とよく混和し，また，熱

圧時をはじめとして，溶脱・揮散の

少ないことが重要である。

苗畑除草作業の一考察

旭川局・下川営林署山口茂

スリーエムマガジンNo.287

1985年2月p.1～4

除草剤で処理できないような深根

性や地下茎で繁殖する雑草について

は，従来の除草鍬では取り除くこと

が困難であり，その再生率も高く，

除草効果があがらなかった。

そこで，効果的な雑草の深根，地

下茎の除去方法として，鋸歯を利用

した鋸歯鍬を考案試作した。土中へ

の挿入ならびに地下根茎の引き出し

が容易で，危険が少なく，安価であ

ることが必要である。材料として

は，腰鋸を刃長3.5cmに切断して

使用した。なお，除草した草の投げ

捨てにかなり時間を要するので，雑

草運搬用カートを試作した。鋸歯鍬

により深根性，地下茎性雑草が減少

し，除草剤の効果的使用と相まっ

て，さらに，雑草用カートの使用に

より，除草作業の効率化が図られ

た。

伐倒木滑落防止器具の考案

高知局・川崎営林署福吉修二ほか

機械化林業No.375

1985年2月p.49～51

傾斜地における材の転勤，滑落を

防止して，安心して枝払い作業ので

きる方法として，ワイヤロープを使

用した「伐倒木の滑落防止器」を考

案した。

使用材料はSS-41(普通鋼)で，

ワイヤロープ（6×19o/O5mm)
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の長さは約4m,重量は約3509で

擁行に問題はない。操作も簡単で能

率的であり，材の滑落に巻き込まれ

る心配がない。なお，営林局の技術

開発室の調査によって，その安全性

が確認された。

混牧林の現状と課題
ひえ

北海道・林試稗田義貞

林No.396

1985年3月p、1～9

本道で混牧林として利用されてい

る林野面積は24,00011aで，肉牛飼

鍵頭数は22万頭であるが，理想的

には1頭当たり2～4haの林地が必

要とされている。

以下，林業と畜産が協同利用でき

る混牧林経営について解説してい

る。特に，カラマツ林の1齢級林分

内には放牛しないこと，有用広葉樹

林を生産するときは樹高5mまで放

牧しないこと，草逓の維持につとめ

るために過放牧にならないようにす

ること，などが大切であるとしてい

る。

カメレレ造林木の合板適性

国立・林試唐沢仁志

熱帯林業No．2(新）

1985年1月p.19～|28

ラワン．メランチ類木材に代わる

合板用原木として，カメレレ造林木

についてその合板適性を検討した。

その結果，①合板用原木として

加工は比較的容易であり，家具・内

装材料に適しているが，低比重のた

必強度的性能を要求される用途には

あまり適当でない。②小径材加工

のための生産ラインをおくこと，他

樹種の単板との混用による活用など

を検討する必要がある。

林業技術No.5171985．4
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伝承の担い手一董毒垂薫氏の
"和紙”を読んで

作者は本名を野辺慎一(明治35～

昭和37年)といい，福島県二本松に

生まれ，早大国漢科を卒業後，旧制

の安達中･会津中･保原中，そして新

制福島女高・福島二高などの教師を

歴任したというから，生っ粋の福島

っ子教員である。この作品‘‘和紙”

(昭和18庫北文学｣1号,昭和19．3

「文藝春秋｣）は，第18回芥川徴に

当逮したもので,「紙の村｣上川崎村

（現在は福島県安達郡安達町地内）

の和紙製造の模様を，素直なそして

明るい筆致でわかりやすく書いた美

しい作品である。厳しい戦時体制~ド

のとかくすさみがちな当時の人々の

心に，和やかさを投げかけている点
ひ

に，私も惹かれる。

ここで，そのころの私の郷家のこ

とを簡記しておく必要がある。昭和

18年には長男の私(妻と2男あり）

は再応召，家業（旅館業）を継ぐこ

とになっていた次弟（妻と1女あ

り）は臨時召集，三弟は学徒出陣，

末弟のみは明治乳業K.K.の北海道

牧場勤務という状況にあった。次弟

の妻と父(母はすでに死亡)とで，家

業をやらざるをえなくなったが，も

う旅館業とは名ばかりで，陸軍部隊

借り上げ寮の管理者にさせられてし

林業技術No.5171985.4

大崎六郎
まった。そして終戦，しかも次弟と

三弟の戦死の公報。やっとたどりつ

いた結果が，末弟と次弟の妻との俗

にいう逆縁結婚の成立だった。しか

し，､それと同時に,13代も続いてき

た旅篭「近江屋｣・旅館「近彦（キ

ンヒコ)」の屋号は永遠に消滅した。

閑話休題。作者が紹介する当時の

上川崎村をまず知る必要があろう。

873町歩という村の総面職に，338

町歩の畑と368町歩の山林という数

字から見ても，およそ，村の地勢は

察せられるだろう.。山林と畑との相

半ばした大小の丘陵が重なるばかり

に起伏して，その間の狭い低地に散

在する水田は，わずかに165町歩に

すぎなかった。そして村の家々はと

いえば，これはみな，道路から高く

段々のついた坂道を登っての見上げ

るばかりの場所にあった。村の地勢

もあるにはあったが，それよりも，

やはり紙漉きという特殊の副業が，

当然に家々をそうした高所に追い上

げてしまったのである。つまり，

530余戸のうち約7割に当たる家が

紙を漉くので，この上川崎村は，

まことに「紙の村」といってよかっ

た。これをしないのは，わずか数人

を出ない資産家か，反対に，日怖取

や馬車ひきなどに限られている。

10軒前後の1部落で,少しばかりの

水田を持つ者がかろうじて2人ぐら

い，畑地の所有者が4人を出ず，あ

とは純然たる小作人の人たちであっ

たが，そのいずれにしても，生計は

副業の製紙によるものであった。

さて，この作品での主人公喜古友

太は，異母弟惣吉が召集されたとき

に，両親にないしょで，妊娠した愛

人としえの身上の行末を依頼され

る。友太はとしえの相談にのり，や

がて両親に打ちあけ，正式に籍を入

れて，孫を生む。友太にも再度の令

状がきて出征してゆく。しかし,この

複雑な親子親族関係が和やかに描か

れているうえに，和紙の多様な製造

工程が巧みに整理されて，糖細に写

されていてみごとに調和している。

友太が，弟の嫁としえの身重な身

体でも家業を手伝いたいという申し

出に対して，粗皮とりから緒煮，椿

さらし，椿たたき，漉くのは別とし

て，紙付，裁断，包装というよう

に，順序を立てて説明し，納得させ

たうえで，今のところ，やってもら

える仕事は包装だ，それも，妹のよ

しといっしょにというように指導す

る心情など，実にうるわしい。

父の惣次郎は，最初は，鼻紙や屑

紙を買い集めての「漉き返し紙」か

ら始めた苦労人で，組合長のだんな

に見せると,「これでは尻もふけね

えぞ」と笑われたりもした。それが

今では，裁断にかかろうとするとき

の深い喜びのすばらしい腕前も描写

されている。

一体，紙漉きでは暮らしてはゆけ

るが財産は作れないとされていた彼

の｢漉き返し紙｣時代でいえば，その

ころ1軒の家の生産高を，例えば

4,000円内外だったとしても，原料



賛が2,800円かかるので，収入は

1,200円ということになる。が，こ

れから食費や雑費を差し引いての手

取金として換算すれば，1日わずか

に70～80銭の純益にすぎなかった。

それにもかかわらず,10年後の今の

惣次郎は，借金をきれいに返済した

うえ，漉屋は2間に3間の手広いも

のに建てかえた。つづいて家の増築

もしたばかりか，いつか2反歩の畑

さえ手に入れた。そして「惣次郎さ

の障子（障子紙)」といえば，村で

も一目おかれるものを売り出すよう

になった。

後妻おときの流し漉きをはじめ，

紙付などのけなげな働き蕊り，長男

友太や嫁としえ・孫への心配りなど

など，紙漉きの場面にしばしばよく

出ている。そして，友太力閏いよいよ

出征するとき，「これからどうだこ

とがあったって．．…･兄ちや(友太)の

前だがな，3つの骨（友太と惣吉と

そして妹よしの許婚者でやはり応召

中の繁治）が並んできたって，お母

さは決して動賑しねえでな」と言

う。このような言葉は，私も亡父か

ら聞いた。前述したように，私の場

合は，弟2人の遺骨を迎えた。

とにかく，妹のよしも言う。「兄

ちや（友太）も言ってるげんと，こ

こでへこたれたらどうなるってさ。

大戦争だもの，原料（楮やソーダ

灰）の統制なんか当たり前だわ」事

実，椿の不足で，3～4年前からは

桑皮がだいぶ使われたし，しごきと

った粗皮も，捨てられないで筋紙

（包み紙）などの材料になるのだっ

た。そして，作者は自らこう言い切

っている。「何と言っても，軍用紙

を製造させられることになってから

の村の人達の気構えが劃然と立ち直

ってきたのは事実であった。村の紙

が直接戦争の役に立つのだという衿

持(ホコリ）とそして責任感が，にわ

かに人々の胸を引き締めた｣という。

福島県の『_上川崎和紙特定産地巡

回指導報告書（昭和57年度)』によ

れば，「戦時中は軍用紙が生産され，

風船爆弾に使用されたのは有名であ

る」と記されている。私はふと’一

軍曹で迎えた終戦の日の夜を思い起

こす。朝鮮軍司令部に使役として狩

り出されて，営庭に運び込まれる山

のような書類の焼却作業を命ぜられ

た。揮一本になって，炎の中に投げ

込んだ書類などなど，ほとんどが和

紙であった。この目と手の感触に間

違いはない。

「でもどうして，上川崎村のほか

では製紙をしないのでしょうか？」

これは，作品の中で，としえがかっ

て友太に間うている。としえにとっ

ては，何かなじみにくい特殊な村の

生活が想像されたからであった。そ

れに対して，友太は信じていること

を，次のように話して聞かせた。

県内では，ほかに伊達・石城・相

馬・石川・会津の各地方で紙が作ら

れる。が,相馬地方ではわずか30人

にすぎないし，会津地方の70人を

おいては，他は40～60人を超えな

かった。それらの地方をみんな合わ

せたよりもはるかに多いこの安達地

方の330人という数は，その1割弱

を隣村の下川崎に譲るだけで，すべ

て友太の村が独占していた。県の全

産額68万円のうち50万円に近いも

のが，彼の村から出た。種類も，障

子紙（天地8寸3分の八三判から九

三判・九五判・尺判の数種に分けら

れる)，美濃紙,半紙傘紙,提灯紙，

筋紙，塵紙に，今は軍用紙があり，

紙質の点からも「川崎紙」とか「岩

代紙」とか呼ばれており，東北では
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第1位にあった。

それはともかく，この地方で製紙

するのが上川崎の一部に裁然と限ら

れていて，他の村へ一歩を踏み出す

と，例えばそれが上川崎村と|司じ条

件にある耕地の少ない山村でも，そ

こには1枚の乾し板すら見いだせな

いのはなぜなのだろう。友太に言わ

せれば，村の耕地的条件とそれから

くる経済状況だけが，決して製紙を

副業とする原因ではない明らかな証

左があった。そう多くを要しない資

本で，技術の習得にしてもさして困

難ではないはずの製紙業も，冬のさ

なかに水と闘う苛酷な寒気への苦行

に近い忍従がない限り，しょせん，

他村の人々には手の出ない仕事にな

るのではないだろうか。上川崎の人

人には，冬の征服者としての血が長

い伝統を受け継いで流れている。誇

りをもって，友太はそう思っている

のであった。

この作品が発表されて，もう40

年になろうとしている。前掲の巡回

指導報告書によれば，「現在は，上

川崎では10戸が和紙を漉いている

のみである。そして当産地は，いず

れ消滅してしまうだろうが，自分の

代でやめるのは，祖先に対して申し

訳ないから紙漉きを続けているにす

ぎない」と言い，「俺が上川崎の和紙

の伝統を守り，育てていくんだとい

う気概を持った後継者の出現が産地

発展の前提である」と述べている。

してみると，この作品の中の，喜

古家の友太，弟の惣吉，そして妹よ

しえの許婚者繁治は，やはり，終戦

になっても帰還することができなか

ったのだろうか。それとともに，「苛

酷な寒気への苦行に近い忍従での水

との闘い」にも敗れ去ってしまった

のだろうか。（宇都宮大学名替教授）

林業技術No.5171985.4
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第40回日本林業技術協会通常総会の開催

および関係行事のお知らせ

総会ならびに関係行事を下記のとおり開催いたしますので，ご出席下さるようご案内申

し上げます。

記

月日

5月29日（水）

時間

時分時分
9:00～16:30

17:30～21:30

行

第31回林業技術コンテスト

コンテスト参加者都内見物

事 会 場

日林協5階会議室

はとバス

5月30日（木）

、

11:00～12:00

13:00～16:00

理事会

第31回林業技術賞受賞者の表彰

第18回林業技術奨励賞受賞者の表彰

第31回林業技術コンテスト受賞者の表彰

永年勤続職員の表彰

第40回通常総会

東京農林年金会館
〃

〃

"

〃

〃

5月31日（金） 10:00～12:00

12:00～14:00

支部幹事打合会

支部幹事懇談会

蹴慧通霞営き

◎常務理事会

昭和59年度第4回常務理事会を
次のとおり開催した。

日時：3月20日(水)11時より

場所：日林協会議室

議案：会務運営について

猪野理事長より詳細説明

出席者：猪野，梶山,尾崎,大矢，

栗原，塩島，鈴木，辻,滑川,吉田，

湯水，宮下，村松，（朧事)新庄，光

本，（顧問)松井,坂口，蓑輪，小畠，

（参与）計画課長，林道課長，経営

企画課長代理計22名

、講師派遣

依頼先：神奈川県西部治山事務所

内容：治山技術者のための空中

写真の判統法について

講師：渡辺技術開発部長

期日：2月20日

場所：神奈川県西部治山事務所

◎海外派遣

1.パナマ林業資源調査ファイナルレ

ポートドラフト説明のため，2月

23日～3月4日まで今井国際事業

部次長を派遣した。

2.東南アジア森林造成技術国内支援

巡回指導調査のため，3月3～13

日まで，松井顧問をバンコック，

パレンバン，シンガポール，マニ

ラへ派遣した。

3.パプア・ニューギニア，オープン

ベイ林業開発基礎二次調査のため

3月7～23日まで，小林，成田主

任研究員を派遣した。

◎林業技士資格認定委員会

昭和59年度林業技士資格認定委

員会をつぎのとおり開催した。

1.専門部会

2月22日，森林評価,森林土木，

林業経営

3月1日，林業機械

2林業技士資格認定委員会

3月5日，日林協会議室において

◎調査研究部関係業務

1.3月12日，本会会議室において，

カモシカ被害防止対策現地適用化

試験調査事業委員会を開催した。

2.3月18日，本会会議室において，

しいたけ原木需給安定洲査委員会

を開催した。

◎調査部関係業務

1.3月4日，本会会議室において，

林野火災拡大危険区域の予測調査

の第2回委員会を開催した。

2.3月8日，大阪市ザ・ルーテル会

談室において，泉州・紀北地域総

合整備計画調査の第3回委員会を

開催した。

3.3月15日，本会会議室において，

日林協5階会議室
〃

林野火災拡大危険区域予測調査の

第3回委員会を開催した。

4.3月20日，神奈川県江の島全逓

会館会議室において，林地開発許
可韮準等調査の第2回委員会を開

催した。

5.3月25日，本会会議室において，

異常乾燥，強風下における林野火

災対策に関する調査の第3回委員
会を開催した。

6.3月30日，本会会議室において，

傾斜状市街地における総合防災対
策調査の最終委員会を開催した。
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|木材流通とは喪更認嬉林道規程_解説とその運用一
中川藤一箸1,800円〒250日本林道協会く改訂版＞2,200円〒300
商流の成功例・失敗例、そしてチェック・ポインI､を本年6月の一部改正を契機として改訂増補した最新版.／
具体的に解説し、木材瀧迩の実相と機微をわかりやす新たに附11ﾘとして定められた条項の解説を加えたほか、
く説く中から、川下作戦の戦略をIﾘl示した実践のil$/一部改正の経緯と主旨、関連通達の全文も収録。

公有林野の現状と課題 現代林業入門
筒井迪夫編著3,000円〒300 筒井迪夫監修新書判1,000円〒250
公有林野の歴史と社会の中に占める役測を分析しなが

現代の林業を担う人々のために／実務的、基礎的知
ら、在るべき将来の方向を考察。これからの公有林野

識を各分野の専門家20人が、新しい観点と最新の溌料
問題を考える原典である。

をもとに、わかりやすく簡潔にまとめたユニークな鱒。

新日本林業論
日本林業の発展と森林組合

赤井英夫著2,300円〒300
－林業生産力の展開と組織化一

翼にく国座林時代＞を切り開くための道筋を具体的に

提示した待望の書き下し。今日の実践的課題にアプロ 田中茂箸2,300円〒300
－チするために、この1冊を／新たな発展期を迎えている日本林業を展望し、国．民

イ:『林の造林技術を考察、謙林組合の理念と機能を解'ﾘ1．

現代林業経済論
完全復刻吉野林業全書一林業経済研究入門－

鈴木尚夫編著3,000円〒300二'二倉梅造監修箱入6,000円〒300

戦後40年にわたって祷械された林業遜済研究の成果を、山林王土倉庄三郎が完成した杉楠樋栽法の全てを懇切
第1線の椛威者11名が分担執筆。な解説、流随な石版,伽で朧成した同書の現代語訳。

（社）日本図書館協会選定図書

素材生産の経済構造
江戸時代の林業思想研究一地域林業の担い手としての可能性一

北川泉著2,300円〒300狩野亨二箸箱入2,000円〒250

低成長期における紫材生産業の自立の条件は何か。青江戸時代の代表的な林業思想家である渋江政光．泳催
林経営と有材的に結合した発展の道を指し示す。 信政・熊沢群山・宮崎安貞・佐職信淵・大職永常らの

山林経営論や林業技術論を検討し､今日的意義を探る。

雪に強い森林の育て方
《改訂》図説造林技術豪雪地帯林業技術開発協編

2,200円〒300 造林技術研究会編1,800円〒250
長年の研究と調査によって明らかにされた成果をもと

造林技術全般に亘る辱真と図によって、目でみる他に
に、いかにすれば雪に強い森林を育てることができる

猟をみない造林技術解説襟。
かをわかりやすく解説したはじめての本。

《改訂普及版》間伐のすべて 日本の択伐
一生産から搬出･加工･販売まで－ 大金永治編著2,000円〒250

各地の伝統的なすぐれた択伐林経営の実践例を中心に、坂口勝美監修1,800円〒250
写真や図で択伐の技術、理論の耐而を明らかにした。

現場の人達にもわかり易い、椛威者による平易な解説。

本書は従来なかった川上から川~ドまでの一蹴した蕃述。

立木幹材積表
標準功程表と立木評価 東日本編1,500円〒250

梅田･辻･井上編著1,800円〒250西日本編1,500円〒250
林野庁計画課編全国の伐出事業の標準工程表の中から普通性の高いも

のを作業工程別に選び図化し、具体例をもって解税。我が侭l立木i紳材稚表の妓高権威版。

淵日本林業調査会
〒162束京都澗縮区市谷本村町3－26振替東京6-98120a(03)269-3911"
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〔仕様〕●表示／液晶､8桁数字、ゼロサプレス方式
シンボル：SCALE,X,Y、HOLD，Batt、E,芝A,PRINT、

NON-PRINT､cm2､m2,km2､in2,ft2､acre,◆(インディ

ケータ一）●1回の測定範囲/3000×300mm●*W
度／士0.2％以内(+21000パルス以内)●プリン
ター／16桁、サーマルドットマトリクス印字方式

●馬紙／感熱紙巾38×巻径18mm●電源／⑧密閉

型ニッケルカドミウム蓄電地（付属のACアダプタ
ーにて充電)⑧ACIOOV(付属のACアダプター使用）

月
ブラニクスフP¥98,500
(専用プラスチック収靹ケース､ACアダプター､用維3本付）

竃大切なデータの保存、確認に偉力を発押す
るプリンター機櫛

■ドーナツ伽械の測定が簡単に行えるマイナ
スIni縦測定機能

■測定隷果をI叫則31･算に移行できる屯III機能

■ローコスト、′、イパフォーマンスグ〉実現

■コードレス・コンパクト設計やワンタッチ
、()"セ'ソ1-機能による抜群の操作'III:

■単位や縮ﾉ《のわずらわしい計郡は－．切イ蝶

■蝿謝な選択肌位とパルスカウントモード

■測定値オーバーフローも上位恥位に自動シフI、

垂測定精度を商める平均価測定が0UII能

■大きな閣形の衆械測定に便利なホールド機能

■理想的な夕･ソチ方式と畷粍に強い特殊縦分'li

■AC・DCの2芯郷とパワーセーブ機能

●使用時間約27時間

(ノンプリントの場合)、
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夕マヤテクニクコ棟式壹社
〒146束京都大田区池上2147
TEL,03-752-3211㈹FAX､03-752-3218/△Mヘ
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2世界の森林森林と水
気候と森林のすがだ木を使うくらし

世界の森林資源いろいろの産物

3森林のなりたちくらしの環境を守る
木の種類と形 森林を歩く楽しみ

森林になるまで6森林の育て方

8木材はこう使われる

木材を使うときの知恵

木材とわかる使われ方

木材には見えないような製品

貢源を大切に

9森林に親しむ
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次代を担う子どもたちへく緑>の大切きを語りかは自然観察の輪を広げま魂

林野庁監修

全国学校図書1箔協議会選定図書問 箱
Bら半リ64ページ4色刷

定価SOO円(〒250)●小学生のための森林教室●

〒IO2東京都千

電話(03)261-52発行所漂日本林業技術協会
代田区六番町7番地

81振替東京3-60448
●ご注文は直接当協会へ

森 と木の
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